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 第５世代移動通信システム（TDD-NR）の技術的条

件 

１．１ 26GHz 帯及び 28GHz帯 TDD-NR 方式の技術的条件 

 26GHz 帯及び 28GHz帯 TDD-NR方式の技術的条件 

 無線諸元 

(1) 無線周波数帯 

26GHz帯(25.25GHz-27.5GHz)及び 28GHz帯（26.5GHz-28.2GHz、29.1GHz-29.5GHz）の

周波数を使用すること。 

無人航空機や有人ヘリコプター等に移動局を搭載して上空で利用する場合にあって

は、上記のうち 27.0GHz-28.2GHz、29.1GHz-29.5GHzの周波数を使用すること。 

 

(2) キャリア設定周波数間隔 

設定しうるキャリア周波数間の最低周波数設定ステップ幅であること。 

60kHzとすること。 

 

(3) 多元接続方式／多重接続方式 

OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：直交周波数分割多重）方式及

び TDM（Time Division Multiplexing：時分割多重）方式との複合方式を下り回線（基

地局送信、移動局受信）に、SC-FDMA（Single Carrier Frequency Division Multiple 

Access：シングル・キャリア周波数分割多元接続）方式又は OFDMA（Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access：直交周波数分割多元接続）を上り回線（移動局

送信、基地局受信）に使用すること。 

 

(4) 通信方式 

TDD（Time Division Duplex：時分割複信）方式とすること。 

 

(5) 変調方式 

ア 基地局（下り回線） 

規定しない。 

イ 移動局（上り回線） 

規定しない。 

 

 システム設計上の条件 

(1) フレーム長 

フレーム長は 10msであり、サブフレーム長は１ms（10サブフレーム／フレーム）で

あること。スロット長は 0.25ms 又は 0.125ms（40 又は 80 スロット／フレーム）であ
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ること。 

 

(2) 送信電力制御 

基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線

電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。特に、上空で利用さ

れる移動局にあっては、移動局が上空に存在していることを前提とした基地局からの

制御情報に基づく空中線電力の制御を自動的に行える機能を有すること。 

 

(3) 電磁環境対策 

移動局と自動車用電子機器や医療電子機器等との相互の電磁干渉に対しては、十分

な配慮が払われていること。 

 

(4) 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、基地局については電波法施行規則第 21条の４、移

動局については無線設備規則第 14条の２に適合すること。 

 

(5) 移動局送信装置の異常時の電波発射停止 

次の機能が独立してなされること。 

ア 基地局が移動局の異常を検出した場合、基地局は移動局に送信停止を要求する

こと。 

イ 移動局自身がその異常を検出した場合は、異常検出タイマのタイムアウトによ

り移動局自身が送信を停止すること。 

 

(6) 他システムとの共用 

他の無線局及び電波法第 56条に基づいて指定された受信設備に干渉の影響を与えな

いように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要な対策を講ずること。 

 

 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。なお、本技術的条件の一

部の規定については暫定値であり、3GPP の議論が確定した後、適正な値を検討するこ

とが望ましい。 

 

ア キャリアアグリゲーション 

基地局については、一の送信装置から異なる周波数帯の搬送波を発射する場合に

ついては今回の検討の対象外としており、そのような送信装置が実現される場合には、

その不要発射等について別途検討が必要である。 

移動局については、キャリアアグリゲーション（複数の搬送波を同時に用いて一体

として行う無線通信をいう。）で送信可能な搬送波の組合せで送信している状態で搬

送波毎にエからシに定める技術的条件を満足すること。ただし、それぞれの項目にお
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いて別に定めがある場合は、この限りでない。 

 

イ アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

26GHz帯及び 28GHz帯においては、空中線端子を有さないアクティブアンテナと組

合せた基地局及び空中線端子を有さないアクティブアンテナ又はノーマルアンテナ

と組合せた移動局のみが定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴ

Ａによるものとする。基地局が複数のアクティブアンテナを組合せることが可能な

場合は、各アクティブアンテナにおいてエからシの技術的条件を満足すること。た

だし、それぞれの項目において別に定めがある場合は、この限りではない。 

 

ウ RedCap 

移動局については、エからシに定める各システムの技術的条件（キャリアアグリ

ゲーションで送信する場合のものを除く。）を満足すること。ただし、それぞれの項

目において別に定めがある場合は、この限りではない。 

 

エ 周波数の許容偏差 

(ｱ) 基地局 

±（0.1ppm＋12Hz）以内であること。最大空中線電力が 26dBm以下のものにおいて

は、±（0.25ppm＋12Hz）以内であること。ただし、3GPPの議論状況に応じて改めて

修正を検討する。 

 

(ｲ) 移動局 

基地局の制御信号により指示された移動局の送信周波数に対し、26GHz帯及び

28GHz帯においては±（0.1ppm＋0.005ppm）以内であること。 

 

オ スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の許容値は、以下の表に示す値以下であること。 

(ｱ) 基地局 

基地局における空中線電力の総和としての許容値は、表１．１－１に示す許容

値以下であること。ただし、基地局が使用する周波数帯（25.25GHz-29.5GHzの周波

数帯をいう。以下、１．１．１．３において同じ。）の端から1.5GHz以上離れた周

波数範囲に適用する。 

また、一の送信装置において同一周波数帯で複数搬送波（変調後の搬送波をい

う。以下１．１．１．３において同じ。）を送信する場合にあっては、複数の搬送

波を同時に送信した場合においても、本規定を満足すること。ただし、基地局が使

用する周波数帯の端から1.5GHz以上離れた周波数範囲に適用する。 
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表１．１－１ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値（基地局）基本 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1000MHz未満 -13dBm 100kHz 

1000MHz以上上端の周波数の２倍未満又は60GHz未満 -13dBm １MHz 

 

以下に示す周波数範囲については、表１．１－２に示す許容値以下であること。

ただし、基地局が使用する周波数帯の端から1.5GHz未満の周波数範囲においても適

用する。 

 

表１．１－２ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値（基地局）個別周波数帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

地球探査衛星帯域 23.6GHz以上24.0GHz未満 -39dBW注 200MHz 

注：2021年1月1日から運用開始する無線局に対して、26GHz帯及び28GHz帯の周波数を

使用する場合に、搬送波の周波数の下端が27.5GHz以下の場合に適用する。また、

2021年1月1日から2027年9月1日前に運用開始する無線局に関しては、-

33dBW/200MHzの許容値を適用してもよい。 

 

 (ｲ) 移動局 

移動局における空中線電力の総和としての許容値は、50MHzシステムにあって

は周波数離調（送信周波数帯域の中心周波数から参照帯域幅の送信周波数帯に

近い方の端までの差の周波数を指す。搬送波が隣接するキャリアアグリゲーシ

ョンの場合を除き、以下同じ。）が125MHz以上、100MHzシステムにあっては周波

数離調が250MHz以上、200MHzシステムにあっては周波数離調が500MHz以上、

400MHzシステムにあっては周波数離調が1000MHz以上に適用する。なお、通信に

あたって移動局に割り当てる周波数の範囲（リソースブロック）を基地局の制

御によって制限し、あるいは送信電力を基地局や移動局の制御によって制限す

ること又はそれらの組合せの制御によって制限することで、その条件での許容

値とすることができる。 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、複数の搬送波

で送信している条件での許容値とし、複数の搬送波の帯域幅の合計値が、100MHz

システムにあっては周波数離調（隣接する複数の搬送波の送信帯域幅の中心周

波数から参照帯域幅の送信周波数帯に近い方の端までの差の周波数を指す。搬

送波が隣接するキャリアアグリゲーションの場合にあっては、以下同じ。）が

250MHz以上、200MHzシステムにあっては周波数離調が500MHz以上、300MHzシス

テムにあっては周波数離調が750MHz以上、400MHzシステムにあっては周波数離

調が1000MHz以上、450MHzシステムにあっては周波数離調が1125MHz以上、500MHz

システムにあっては周波数離調が1250MHz以上、600MHzシステムにあっては周波

数離調が1500MHz以上、650MHzシステムにあっては周波数離調が1625MHz以上、

700MHzシステムにあっては周波数離調が1750MHz以上、800MHzシステムにあって

は周波数離調が2000MHz以上の周波数範囲に適用する。 
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搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、一の搬送波

のスプリアス領域が他の搬送波の送信周波数帯域及び帯域外領域と重複する場

合は、当該周波数範囲においては本規定を適用しない。なお、送信する周波数

の組合せにより測定する周波数範囲における許容値が異なる場合は、どちらか

高い方の許容値を適用する。 

 

表１．１－３ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値（移動局）基本 26GHz

帯及び 28GHz帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上12.75GHz未満 -30dBm １MHz 

12.75GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13dBm １MHz 

 

以下に示す周波数範囲については、表１．１－４に示す許容値以下であること。

ただし、上記の周波数離調以内にも適用する。 

 

表１．１－４ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値（移動局）個別周波数帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

地球探査衛星帯域 23.6GHz以上24.0GHz未満 -35dBW注 200MHz 

注：2021年1月1日から運用開始する無線局に対して、26GHz帯及び28GHz帯の周波

数を使用する場合に、搬送波の周波数の下端が27.5GHz以下の場合に適用する。

また、2021年1月1日から2027年9月1日前に運用開始する無線局に関しては、 

-29dBW/200MHzの許容値を適用してもよい。 

 

カ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 基地局 

空中線電力の総和が表１．１－５に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれか

の許容値を各離調周波数において満足すること。 

一の送信装置において同一周波数帯で複数の搬送波を同時に送信する場合の許

容値は、最も下側の搬送波の下側及び最も上側の搬送波の上側において、空中線

電力の総和が表１．１－５に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれかの許容値

を各離調周波数において満足すること。 

 

表１．１－５ 隣接チャネル漏えい電力（基地局） 

システム 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHzシステム 
絶対値規定 50MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 50MHz -25.7dBc 47.52MHz 

100MHzシステム 絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 95.04MHz 
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相対値規定 100MHz -25.7dBc 95.04MHz 

200MHzシステム 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 200MHz -25.7dBc 190.08MHz 

400MHzシステム 
絶対値規定 400MHz -10.3dBm/MHz 380.16MHz 

相対値規定 400MHz -25.7dBc 380.16MHz 

     

一の送信装置において同一周波数帯で隣接しない複数の搬送波を同時に送信す

る場合は、空中線電力の総和が表１．１－６に示す絶対値規定又は相対値規定の

いずれかの許容値を各オフセット周波数において満足すること。 
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表１．１－６ 隣接チャネル漏えい電力（隣接しない複数の搬送波を発射する基地局） 

システム 周波数差注２ 規定の種別 

オフセッ

ト周波数

注３ 

許容値 参照帯域幅 

200MHz未満の 

システム 

50MHz以上 

100MHz未満 

絶対値規定 25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 25MHz -25.7dBc注４ 47.52MHz 

100MHz以上 
絶対値規定 25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 25MHz -25.7dBc注５ 47.52MHz 

200MHz未満の 

システム 

（他方の搬送波が

200MHz以上の 

システムの場合） 

50MHz以上 

250MHz未満 

絶対値規定 25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 25MHz -25.7dBc注４ 47.52MHz 

250MHz以上 
絶対値規定 25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 25MHz -25.7dBc注５ 47.52MHz 

200MHz以上の 

システム 

200MHz以上 

400MHz未満 

絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 100MHz -25.7dBc注４ 190.08MHz 

400MHz以上 
絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 100MHz -25.7dBc注５ 190.08MHz 

200MHz以上の 

システム 

（他方の搬送波が

200MHz未満の 

システムの場合） 

200MHz以上 

250MHz未満 

絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 100MHz -25.7dBc注４ 190.08MHz 

250MHz以上 
絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 100MHz -25.7dBc注５ 190.08MHz 

注１：本表は、下側の搬送波の送信周波数帯域の上端から、上側の搬送波の送信周

波数帯域の下端までの周波数範囲に適用する。３波以上の搬送波の場合には、

近接する搬送波の間の周波数範囲に適用する。 

注２：下側の搬送波の送信周波数帯域の上端から、上側の搬送波の送信周波数帯域

の下端までの周波数差 

注３：下側の搬送波の送信周波数帯域の上端又は上側の搬送波の送信周波数帯域の

下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数 

注４：基準となる搬送波の電力は、複数の搬送波の電力の和とする。 

注５：基準となる搬送波の電力は、下側の搬送波又は上側の搬送波の電力とする。 

 

(ｲ) 移動局 

空中線電力の総和が表１．１－７に示す相対値規定又は絶対値規定のいずれか

の許容値を各離調周波数において満足すること。なお、通信にあたって移動局に
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割り当てる周波数の範囲（リソースブロック）を基地局の制御によって制限し、あ

るいは送信電力を基地局や移動局の制御によって制限すること又はそれらの組合

せによる制御によって制限することで、その条件での許容値とすることができる。 

 

表１．１－７ 隣接チャネル漏えい電力（移動局）基本 

システム 規定の種別 離調周波数 許容値注 参照帯域幅 

50MHzシステム 
相対値規定 50MHz -10.7dBc 47.58MHz 

絶対値規定 50MHz -35dBm 47.58MHz 

100MHzシステム 
相対値規定 100MHz -10.7dBc 95.16MHz 

絶対値規定 100MHz -35dBm 95.16MHz 

200MHzシステム 
相対値規定 200MHz -7.7dBc 190.20MHz 

絶対値規定 200MHz -35dBm 190.20MHz 

400MHzシステム 
相対値規定 400MHz -4.7dBc 380.28MHz 

絶対値規定 400MHz -35dBm 380.28MHz 

注：送信周波数帯域の中心周波数から離調周波数分だけ離れた周波数を中心

周波数とする参照帯域幅分の値とする。 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、許容値は、複数

の搬送波で送信している条件とし、空中線電力の総和において表１．１－８に示

す相対値規定又は絶対値規定のどちらか高い値であること。 
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表１．１－８ 隣接チャネル漏えい電力（移動局）キャリアアグリゲーション 

システム 規定の種別 離調周波数 許容値注 参照帯域幅 

100MHzシステム 
相対値規定 100MHz -10.7dBc 97.58MHz 

絶対値規定 100MHz -35dBm 97.58MHz 

200MHzシステム 
相対値規定 200MHz -7.7dBc 195.16MHz 

絶対値規定 200MHz -35dBm 195.16MHz 

300MHzシステム 
相対値規定 300MHz -5.9dBc 295.16MHz 

絶対値規定 300MHz -35dBm 295.16MHz 

400MHzシステム 
相対値規定 400MHz -4.7dBc 395.16MHz 

絶対値規定 400MHz -35dBm 395.16MHz 

450MHzシステム 
相対値規定 450MHz -4.2dBc 443.89MHz 

絶対値規定 450MHz -35dBm 443.89MHz 

500MHzシステム 
相対値規定 500MHz -3.7dBc 495.16MHz 

絶対値規定 500MHz -35dBm 495.16MHz 

600MHzシステム 
相対値規定 600MHz -2.9dBc 595.16MHz 

絶対値規定 600MHz -35dBm 595.16MHz 

650MHzシステム 
相対値規定 650MHz -2.6dBc 643.89MHz 

絶対値規定 650MHz -35dBm 643.89MHz 

700MHzシステム 
相対値規定 700MHz -2.3dBc 695.16MHz 

絶対値規定 700MHz -35dBm 695.16MHz 

800MHzシステム 
相対値規定 800MHz -1.7dBc 795.16MHz 

絶対値規定 800MHz -35dBm 795.16MHz 

注１：隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域の中心周波数から離調周波数

分だけ離れた周波数を中心周波数とする参照帯域幅分の値とする。 

注２：相対値規定の際、基準となる搬送波電力は、キャリアアグリゲーショ

ンで送信する隣接する複数の搬送波電力の和とする。 

 

搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、各送信周波数

帯域の端（他方の送信搬送波に近い端に限る。）の間隔が各搬送波の占有周波数帯

幅よりも狭い場合はその間隔内においては本規定を適用しない。 

 

キ スペクトラムマスク 

(ｱ) 基地局 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発

射の強度の測定帯域の中心周波数までの差のオフセット周波数（Δf）に対して、

不要発射の強度の総和が表１．１－９に示す許容値以下であること。ただし、基
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地局が使用する周波数帯の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り適用する。 

また、一の送信装置において同一周波数帯で複数の搬送波を送信する場合にあ

っては、複数の搬送波を同時に送信した場合においても、最も下側の搬送波の下

側及び最も上側の搬送波の上側において、本規定を満足すること。ただし、基地局

が使用する周波数帯の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り適用する。 

 

一の送信装置において同一周波数帯で隣接しない複数の搬送波を同時に送信す

る場合は、下側の搬送波の送信周波数帯域の上端から、上側の搬送波の送信周波

数帯域の下端までの周波数範囲においては、各搬送波に属するスペクトラムマス

クの許容値の総和を満たすこと。 

 

表１．１－９ スペクトラムマスク（基地局） 

オフセット周波数|Δf |(MHz) 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、送信周波数帯域幅

の10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

送信周波数帯域幅の10%に

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

(ｲ) 移動局 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発

射の強度の測定帯域の最寄の端までのオフセット周波数（Δf）に対して、システ

ム毎に空中線電力の総和において表１．１－１０に示す許容値以下であること。

なお、通信にあたって移動局に割り当てる周波数の範囲（リソースブロック）を基

地局の制御によって制限し、あるいは送信電力を基地局や移動局の制御によって

制限すること又はそれらの組合せによる制御によって制限することで、その条件

での許容値とすることができる。 
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表１．１－１０ スペクトラムマスク（移動局）26GHz帯及び 28GHz帯 

オフセット周波数|Δf| 

システム毎の許容値（dBm） 
参照帯

域幅 
50 

MHz 

100 

MHz 

200 

MHz 

400 

MHz 

０MHz以上５MHz未満 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 １MHz  

５MHz以上10MHz未満 -8.8 -0.8 -0.8 -0.8 １MHz 

10MHz以上20MHz未満 -8.8 -8.8 -0.8 -0.8 １MHz 

20MHz以上40MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -0.8 １MHz 

40MHz以上100MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

100MHz以上200MHz未満  -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

200MHz以上400MHz未満   -8.8 -8.8 １MHz 

400MHz以上800MHz未満    -8.8 １MHz 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、表１．１－１１

に示す許容値以下であること。 
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表１．１－１１ スペクトラムマスク（移動局）キャリアアグリゲーション 26GHz帯及び

28GHz帯 

オフセット周波数|Δf| 

システム毎の許容値（dBm） 
参照帯

域幅 
100 

MHz 

200 

MHz 

300 

MHz 

400 

MHz 

450 

MHz 

０MHz以上10MHz未満 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8  １MHz 

10MHz以上20MHz未満 -8.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 １MHz 

20MHz以上30MHz未満 -8.8 -8.8 -0.8 -0.8 -0.8 １MHz 

30MHz以上40MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -0.8 -0.8 １MHz 

40MHz以上45MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -0.8 １MHz 

45MHz以上200MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

200MHz以上400MHz未満  -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

400MHz以上600MHz未満   -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

600MHz以上800MHz未満    -8.8 -8.8 １MHz 

800MHz以上900MHz未満     -8.8 １MHz 

       

オフセット周波数|Δf| 

システム毎の許容値（dBm） 
参照帯

域幅 
500 

MHz 

600 

MHz 

650 

MHz 

700 

MHz 

800 

MHz 

０MHz以上50MHz未満 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8  １MHz 

50MHz以上60MHz未満 -8.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 １MHz 

60MHz以上65MHz未満 -8.8 -8.8 -0.8 -0.8 -0.8 １MHz 

65MHz以上70MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -0.8 -0.8 １MHz 

70MHz以上80MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -0.8 １MHz 

80MHz以上1000MHz未満 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

1000MHz以上1200MHz未満  -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

1200MHz以上1300MHz未満   -8.8 -8.8 -8.8 １MHz 

1300MHz以上1400MHz未満    -8.8 -8.8 １MHz 

1400MHz以上1600MHz未満     -8.8 １MHz 

 

搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、各搬送波の不

要発射の強度の測定帯域が重複する場合は、どちらか高い方の許容値を適用する。

また、各搬送波の不要発射の強度の測定帯域が他方の搬送波の送信周波数帯域と

重複する場合、その周波数範囲においては本規定を適用しない。 
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ク 占有周波数帯幅の許容値 

(ｱ) 基地局 

各システムの99%帯域幅は、表１．１－１２のとおりとする。 

 

表１．１－１２ 各システムの 99％帯域幅（基地局） 

システム 99％帯域幅 

50MHzシステム 50MHz以下 

100MHzシステム 100MHz以下 

200MHzシステム 200MHz以下 

400MHzシステム 400MHz以下 

 

(ｲ) 移動局 

各システムの99%帯域幅は、表１．１－１３のとおりとする。 

 

表１．１－１３ 各システムの 99％帯域幅（移動局）26GHz帯及び 28GHz帯 

システム 99％帯域幅 

50MHzシステム 50MHz以下 

100MHzシステム 100MHz以下 

200MHzシステム 200MHz以下 

400MHzシステム 400MHz以下 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、表１．１－１４

に示す幅以下の中に、発射される全平均電力の99％が含まれること。 

 

表１．１－１４ 搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する際の 

99％帯域幅（移動局）26GHz帯及び 28GHz帯 

システム 99％帯域幅 

100MHzシステム 100MHz以下 

200MHzシステム 200MHz以下 

300MHzシステム 300MHz以下 

400MHzシステム 400MHz以下 

450MHzシステム 450MHz以下 

500MHzシステム 500MHz以下 

600MHzシステム 600MHz以下 

650MHzシステム 650MHz以下 

700MHzシステム 700MHz以下 

800MHzシステム 800MHz以下 
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搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、各送信周波数

帯域幅に応じた表１．１－１３に示す幅以下の中に、各送信周波数帯域から発射

される全平均電力の合計の99％が含まれること。 

 

RedCapの移動局の各システムの99%帯域幅は、表１．１－１５のとおりとす

る。 

 

表１．１－１５ 各システムの 99％帯域幅（移動局）26GHz帯及び 28GHz帯 RedCap 

システム 99％帯域幅 

50MHzシステム 50MHz以下 

100MHzシステム 100MHz以下 

 

ケ 最大空中線電力及び空中線電力の許容偏差 

(ｱ) 基地局 

空中線電力の許容偏差は、26GHz帯及び28GHz帯の周波数にあっては定格空中線

電力の±5.1dB以内であること。 

(ｲ) 移動局 

定格空中線電力の最大値は、35dBmであること。 

同一の周波数帯内（26GHz帯内又は28GHz帯内）におけるキャリアアグリゲーシ

ョンで送信する場合は、各搬送波の空中線電力の合計値について、35dBm以下であ

ること。 

異なる周波数帯（26GHz帯と28GHz帯との組合せの場合は26.5GHz-27.5GHzの範囲

を除く）におけるキャリアアグリゲーションで送信する場合は、各周波数帯で規

定することとし、35dBm以下であること。 

空中線電力の許容偏差は、26GHz帯及び28GHz帯の周波数にあっては定格空中線

電力に+2.8dBを加えた値以下であること。 

 

コ 空中線絶対利得の許容値 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

空中線絶対利得は20dBi以下とすること。 

ただし、等価等方輻射電力が、絶対利得20dBiの空中線に定格空中線電力の最大

値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことが

できるものとする。 

 

サ 送信オフ時電力 

(ｱ) 基地局 
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規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

送信を停止した時、送信機の出力雑音電力スペクトル密度の許容値は、送信帯

域の周波数で、移動局空中線端子において、以下の許容値以下であること。ただ

し、測定系の環境上、以下の許容値を測定することが困難な場合には、別途定める

測定法の検知下限以下であるものとする。 

 

表１．１－１６ 送信オフ時電力 26GHz帯及び 28GHz帯 

 システム毎の許容値 

50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

送信オフ時電力 -13.6dBm -10.6dBm -7.6dBm -4.6dBm 

参照帯域幅 47.58MHz 95.16MHz 190.20MHz 380.28MHz 

 

シ 送信相互変調特性 

規定しない。 

 

(2) 受信装置 

マルチパスのない受信レベルの安定した条件下（静特性下）において、以下の技術的

条件を満たすこと。なお、本技術的条件の一部の規定については暫定値であり、3GPPの

議論が確定した後、適正な値を検討することが望ましい。 

 

ア キャリアアグリゲーション 

基地局については、一の受信装置で異なる周波数帯の搬送波を受信する場合につ

いては今回の検討の対象外としており、そのような受信装置が実現される場合には、

その副次的に発する電波等の限度について別途検討が必要である。 

移動局については、キャリアアグリゲーションで受信可能な搬送波の組合せで受

信している状態で搬送波毎にエからキに定める技術的条件を満足すること。ただし、

それぞれの項目において別に定めがある場合は、この限りでない。 

 

イ アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

26GHz帯及び 28GHz帯においては、空中線端子を有さないアクティブアンテナと組

合せた基地局及び空中線端子を有さないアクティブアンテナ又はノーマルアンテナ

と組合せた移動局のみが定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴ

Ａによるものとする。 

希望波電力、妨害波電力等の規定値は、受信機が配置される場所における電力と

すること。 
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ウ RedCap 

移動局については、エからクに定める各システムの技術的条件（キャリアアグリ

ゲーションで受信する場合を除く。）を満足すること。ただし、それぞれの項目にお

いて別に定めがある場合は、この限りではない。 

 

エ 受信感度 

受信感度は、規定の通信チャネル信号（QPSK、符号化率 1/3）を最大値の 95％以上

のスループットで受信するために必要な最小受信電力であり静特性下において以下

に示す値（基準感度）であること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、表１．１－１７の値以下の値であること。ただし、希望波

の電力はアンテナ面における電力とする。 

 

表１．１－１７ 受信感度（基地局） 

周波数帯域 基準感度(dBm) 

26GHz帯 

(25.25GHz-27.5GHz) 

28GHz帯 

(26.5GHz-28.2GHz、

29.1GHz-29.5GHz)  

-80.6 

 

(ｲ) 移動局 

静特性下において、システム毎に表１．１－１８の値以下であること。ただし、

希望波の電力はアンテナ面における電力とする。 

 

表１．１－１８ 受信感度（移動局） 

周波数帯域 

システム毎の基準感度(dBm)  

50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

26GHz帯 

(25.25GHz-27.5GHz) 

28GHz帯 

(26.5GHz-28.2GHz、

29.1GHz-29.5GHz) 

-84.2 -81.2 -78.2 -75.2 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで受信する場合、静特性下におい

て複数の搬送波で受信している条件とし、受信搬送波毎に上記の表の基準感度以



17 
 

下の値であること。 

 

RedCapの移動局は、静特性下において、システム毎に表１．１－１９の値以下

であること。 

 

表１．１－１９ 受信感度（移動局）RedCap 

周波数帯域 

システム毎の基準感度(dBm) 

50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

26GHz帯 

(25.25GHz-27.5GHz) 

28GHz帯 

(26.5GHz-28.2GHz、

29.1GHz-29.5GHz) 

-82.89 -79.89 

 

オ ブロッキング 

ブロッキングは、１つの変調妨害波存在下で希望信号を受信する受信機能力の尺

度であり、以下の条件下で希望波と変調妨害波を加えた時、規定の通信チャネル信

号（QPSK、符号化率 1/3）を最大値の 95％以上のスループットで受信できること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、以下の条件とする。ただし、希望波及び妨害波の電力はアン

テナ面における電力とする。 

 

表１．１－２０ ブロッキング（基地局） 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の受信電力 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 

変調妨害波の離調

周波数 
100MHz 125MHz 175MHz 275MHz 

変調妨害波の電力 基準感度+33dB 基準感度+33dB 基準感度+33dB 基準感度+33dB 

変調妨害波の周波

数幅 
50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 
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(ｲ) 移動局 

静特性下において、以下の条件とする。ただし、希望波及び妨害波の電力はアン

テナ面における電力とする。 

 

表１．１－２１ ブロッキング（移動局）基本 26GHz帯及び 28GHz帯 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力 
基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 

変調妨害波の 

離調周波数 
100MHz 200MHz 400MHz 800MHz 

変調妨害波の 

電力 

基準感度

+35.5dB 

基準感度

+35.5dB 

基準感度

+35.5dB 

基準感度

+35.5dB 

変調妨害波の 

周波数幅 
50MHz 100MHz 200MHz 400MHz 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで受信する場合、静特性下におい

て複数の搬送波で受信している条件とし、受信搬送波毎に以下の条件とする。 
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表１．１－２２ ブロッキング（移動局）キャリアアグリゲーション 26GHz帯及び

28GHz帯 

 
100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

300MHz 

システム 

400MHz 

システム 

450MHz 

システム 

希望波の 

受信電力注１ 
基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 

変調妨害波の

離調周波数 
200MHz 400MHz 600MHz 800MHz 900MHz 

変調妨害波の

電力 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

変調妨害波の

周波数幅 
100MHz 200MHz 300MHz 400MHz 450MHz 

 
500MHz 

システム 

600MHz 

システム 

650MHz 

システム 

700MHz 

システム 

800MHz 

システム 

希望波の受信

電力注 
基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 

変調妨害波の

離調周波数 
1000MHz 1200MHz 1300MHz 1400MHz 1600MHz 

変調妨害波の

電力 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+21.5dB 

変調妨害波の

周波数幅 
500MHz 600MHz 650MHz 700MHz 800MHz 

注：受信搬送波毎の電力とする。 

 

カ 隣接チャネル選択度 

隣接チャネル選択度は、隣接する搬送波に配置された変調妨害波の存在下で希望

信号を受信する受信機能力の尺度であり、以下の条件下で希望波と変調妨害波を基

地局又は移動局が設置される場所に加えた時、規定の通信チャネル信号（QPSK、符号

化率 1/3）を最大値の 95％以上のスループットで受信できること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、以下の条件とすること。ただし、希望波及び妨害波の電力は

アンテナ面における電力とする。 
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表１．１－２３ 隣接チャネル選択度（基地局）26GHz帯及び 28GHz帯 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の受信

電力 
基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 

変調妨害波の

離調周波数 
49.29MHz 74.31MHz 124.29MHz 224.31MHz 

変調妨害波の

電力 

基準感度

+27.7dB 

基準感度+27.7 

dB 

基準感度+27.7 

dB 

基準感度+27.7 

dB 

変調妨害波の

周波数幅 
50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 

 

 (ｲ) 移動局 

静特性下において、以下の条件とすること。ただし、希望波及び妨害波の電力は

アンテナ面における電力とする。 

 

表１．１－２４ 隣接チャネル選択度（移動局）基本 26GHz帯及び 28GHz帯 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力 
基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 

変調妨害波の 

離調周波数 
50MHz 100MHz 200MHz 400MHz 

変調妨害波の 

電力 

基準感度

+35.5dB 

基準感度

+35.5dB 

基準感度

+35.5dB 

基準感度

+35.5dB 

変調妨害波の 

周波数幅 
50MHz 100MHz 200MHz 400MHz 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションの場合、静特性下で複数の搬送波

で受信している条件において、以下の条件であること。 
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表１．１－２５ 隣接チャネル選択度（移動局）キャリアアグリゲーション 26GHz帯及

び 28GHz帯 

 
100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

300MHz 

システム 

400MHz 

システム 

450MHz 

システム 

希望波の 

受信電力注１ 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

変調妨害波の 

離調周波数 
100MHz 200MHz 300MHz 400MHz 450MHz 

変調妨害波の 

電力 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

変調妨害波の 

周波数幅 
100MHz 200MHz 300MHz 400MHz 450MHz 

 
500MHz 

システム 

600MHz 

システム 

650MHz 

システム 

700MHz 

システム 

800MHz 

システム 

希望波の 

受信電力注 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

変調妨害波の 

離調周波数 
500MHz 600MHz 650MHz 700MHz 800MHz 

変調妨害波の 

電力 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+21.5dB 

変調妨害波の 

周波数幅 
500MHz 600MHz 650MHz 700MHz 800MHz 

注：受信搬送波毎の電力とする。 
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キ 相互変調特性 

３次相互変調の関係にある電力が等しい２つの無変調妨害波又は一方が変調され

た妨害波の存在下で希望信号を受信する受信機能力の尺度であり、次の条件下で希

望波と３次相互変調を生ずる関係にある無変調波と変調波の２つの妨害波を加えた

時、規定の通信チャネル信号（QPSK、符号化率 1/3）を最大値の 95％以上のスループ

ットで受信できること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、以下の条件とすること。ただし、希望波及び妨害波の電力は

アンテナ面における電力とする。 

 

表１．１－２６ 相互変調特性（基地局） 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力 
基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 

無変調妨害波１

の離調周波数 
32.5MHz 56.88MHz 105.64MHz 206.02MHz 

無変調妨害波１

の電力 
基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 

変調妨害波２の 

離調周波数 
65MHz 90MHz 140MHz 245MHz 

変調妨害波２の 

電力 
基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 

変調妨害波２の 

周波数幅 
50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 

 

 (ｲ) 移動局 

規定しない。 

 

ク 副次的に発する電波等の限度 

受信状態で、空中線端子から発射される電波の限度とする。 

 

(ｱ) 基地局 

28GHz帯の周波数を使用する基地局においては表１．１－２７に示す値以下、

26GHz帯の周波数を使用する基地局においては表１．１－２８に示す値以下であ

ること。ただし、基地局が使用する周波数帯の下端より1.5GHz低い周波数から、基

地局が使用する周波数帯の上端より1.5GHz高い周波数の範囲を除く。 
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また、26.5GHz-27.5GHzの周波数範囲については、26GHz帯又は28GHz帯のいずれ

の帯域として扱うかに準じて表１．１－２７又は表１．１－２８のいずれの値を

適用すること。 

 

表１．１－２７ 副次的に発する電波等の限度（基地局）28GHz帯（26.5GHz-28.2GHz、

29.1GHz-29.5GHz） 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1,000MHz未満 -36dBm  100kHz 

1,000MHz以上18GHz未満 -30dBm １MHz 

18GHz以上23.5GHz未満 -15dBm 10MHz 

23.5GHz以上25GHz未満 -10dBm 10MHz 

31GHz以上32.5GHz未満 -10dBm 10MHz 

32.5GHz以上41.5GHz未満 -15dBm 10MHz 

41.5GHz以上上端の周波数の２倍未満 -20dBm 10MHz 

 

表１．１－２８ 副次的に発する電波等の限度（基地局）26GHz帯（25.25GHz-27.5GHz） 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1,000MHz未満 -36dBm  100kHz 

1,000MHz以上18GHz未満 -30dBm １MHz 

18GHz以上21GHz未満 -15dBm 10MHz 

21GHz以上22.75GHz未満 -10dBm 10MHz 

29GHz以上30.75GHz未満 -10dBm 10MHz 

30.75GHz以上40.5GHz未満 -15dBm 10MHz 

40.5GHz以上上端の周波数の２倍未満 -20dBm 10MHz 

 

(ｲ) 移動局 

表１．１－２９に示す値以下であること。 

 

表１．１－２９ 副次的に発する電波等の限度（移動局）26GHz帯及び 28GHz帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上20GHz未満 -36.8dBm １MHz 

20GHz以上40GHz未満 -29.8dBm １MHz 

40GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13.9dBm １MHz 

 

 測定法 

26GHz帯及び 28GHz帯における第５世代移動通信システムの測定法については、ＯＴＡ
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による測定法を適用することが適当である。また、技術的条件の規定内容に応じ、送信装

置には実効輻射電力又は総合放射電力のいずれかの方法を、受信装置には等価等方感度を

適用する。 

 

(1) 送信装置 

ア 周波数の許容偏差 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を変調波が空中線から送信されるように設定し、指向性方向

を固定する。試験用空中線に接続した波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定

する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

  

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を変調波が空中線から送信されるように設定し、指向性方

向を固定する。信号レベルが最大となる方向に試験用空中線を配置し、試験用空

中線に接続した波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

 

イ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペ

クトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域

幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度を測

定する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、順次、スプリアス領域に

おける不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定されたスプリアス領域におけ

る不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

なお、被試験器の基地局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

(ｲ) 移動局 
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試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周

波数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した

スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照

帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度

を測定する。被試験器の移動局もしくは試験用空中線を一定の角度ごとに回転さ

せ、順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定さ

れたスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を

求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

ウ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペ

クトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域

幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と、

送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力を測定

する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、順次、送信周波数を中心と

した参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした

参照帯域幅の電力を測定する。角度ごとに測定された送信周波数を中心とした参

照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯

域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規定においては、送信周波数を中心

とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中

心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算することで全放射面における隣接チ

ャネル漏えい電力とする。絶対値規定においては、離調周波数を中心とした参照

帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

なお、絶対値規定については被試験器の基地局の出力部からアンテナ放射部ま

でにフィルタあるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記

減衰量で補正すること。 
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(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。 

被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周波

数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したス

ペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯

域幅とし、規定される周波数範囲毎に隣接チャネル漏えい電力を測定する。被試

験器の移動局もしくは試験用空中線を一定の角度ごとに回転させ、順次、隣接チ

ャネル漏えい電力を測定する。周波数毎に測定された隣接チャネル漏えい電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

エ スペクトラムマスク 

(ｱ) 基地局 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｱ)基地局と同じ測定方法とするが、

技術的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。 

 

(ｲ) 移動局 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ)移動局と同じ測定方法とするが、

技術的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。 

 

オ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線を被試験器の空

中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザを搬送波周波

数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5％となる上下の限界周波数点を

求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周

波数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した

スペクトルアナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力

の0.5％となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 
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カ 空中線電力 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した電力

計により空中線電力を測定する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の全放射面における総合放

射電力を求める。 

なお、被試験器の基地局の出力部からアンテナ放射までにフィルタあるいは給

電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周

波数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した

電力計により空中線電力を測定する。被試験器の移動局もしくは試験用空中線を

一定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力

の全放射面における総合放射電力を求める。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

キ 送信オフ時電力 

(ｱ) 基地局 

     規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を送信停止状態にする。試験用空中線に接続したスペクト

ルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅と

し、漏えい電力を測定する。被試験器の移動局もしくは試験用空中線を一定の角

度ごとに回転させ、順次、漏えい電力を測定する。被試験器の移動局もしくは試験

用空中線を一定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された

空中線電力の全放射面における総合漏えい電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 
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ク 送信相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

規定しない。 

 

(2) 受信装置 

ア 受信感度 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータから発射する。移動局シ

ミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定する。 

 

(ｲ) 移動局 

被試験器の受信感度が最大となる方向に被試験器を配置する。被試験器のアン

テナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルとなるよう、試験用

空中線に接続した基地局シミュレータから発射する。基地局シミュレータからラ

ンダムデータを送信し、スループットを測定する。 

 

イ ブロッキング 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータ及び変調信号発生器から

発射する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測

定する。 

 

(ｲ) 移動局 

被試験器の受信感度が最大となる方向に被試験器を配置する。被試験器のアン

テナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルとなるよう、試験用

空中線に接続した基地局シミュレータ及び変調信号発生器から発射する。基地局

シミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定する。 

 

ウ 隣接チャネル選択度 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータ及び信号発生器から発射

する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定す

る。 

 

(ｲ) 移動局 



29 
 

被試験器の受信感度が最大となる方向に被試験器を配置する。被試験器のアン

テナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルとなるよう、試験用

空中線に接続した基地局シミュレータ及び信号発生器から発射する。基地局シミ

ュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定する。 

 

エ 相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータ及び２つの妨害波信号発

生器から発射する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、スループ

ットを測定する。 

 

 

(ｲ) 移動局 

規定しない。 

 

オ 副次的に発する電波等の限度 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を受信状態（送信出力停止）にし、指向性方向を固定する。試

験用空中線に接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件

により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に副次的に発する電

波の限度を測定する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、順次、副次

的に発する電波の限度を測定する。測定された周波数毎に測定された副次的に発

する電波の限度の全放射面における総和を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

なお、被試験器の基地局の受信部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験機の移動局を試験周波数に設定して受信状態（送信出力停止）に設定

し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザによ

り、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周

波数範囲毎に副次的に発する電波の限度を測定する。被試験器の移動局もしくは

試験用空中線を一定の角度ごとに回転させ、順次、副次的に発する電波の限度を
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測定する。周波数毎に測定された副次的に発する電波の限度の全放射面における

総合放射電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

なお、被試験器の移動局の受信部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

(3) 運用中の設備における測定 

運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、

(1)及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 

 

 端末設備として移動局に求められる技術的な条件 

(1) データ伝送用端末 

データ伝送用端末と同じものとする。 

 

(2) インターネットプロトコル移動電話端末 

インターネットプロトコル移動電話端末と同じものとする。 

 

 その他 

国内標準化団体等では、無線インタフェースの詳細仕様や高度化に向けた検討が引き続

き行われていることから、今後、これらの国際的な動向等を踏まえつつ、技術的な検討が

不要な事項について、国際的な整合性を早期に確保する観点から、適切かつ速やかに国際

標準の内容を技術基準に反映していくことが望ましい。 
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 26GHz 帯及び 28GHz 帯 TDD-NR 方式の陸上移動中継局の技術的条

件 

 無線諸元 

(1) 無線周波数帯、周波数間隔 

 26GHz帯(25.25GHz-27.5GHz)及び28GHz帯（26.5GHz-28.2GHz、29.1GHz-29.5GHz）の周

波数を使用すること。 

(2) 中継方式  

規定しない。なお、本方式で対象となるRF信号は、増幅する無線方式の信号とする。 

(3) 伝送方式  

増幅する無線方式による。 

(4) 占有周波数帯幅、電波の型式 

増幅する無線方式による。 

 システム設計上の条件 

(1) 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、電波法施行規則第21条の４に適合すること。 

(2) 他システムとの共用 

他の無線局及び電波法第56条に基づいて指定された受信設備に干渉の影響を与えな

いように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要な対策を講ずること。 

 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。なお、本技術的条件に適

用した測定器の許容誤差については暫定値であり、3GPPの議論が確定した後、適正な値

を検討することが望ましい。 

 

ア アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

26GHz帯及び 28GHz帯においては、空中線端子を有さないノーマルアンテナ（アク

ティブアンテナではなく、ビームパターンが固定のものをいう。）と組合せた陸上移

動中継局のみが定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴＡによる

ものとする。 
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イ 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

26GHz帯及び28GHz帯においては、±（0.1ppm+12Hz）以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

26GHz帯及び28GHz帯においては、±（0.1ppm+12Hz）以内であること。 

 

ウ 空中線電力の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

定格空中線電力の±5.1dB以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

定格空中線電力の±5.1dB以内であること。 

 

エ 隣接チャネル漏えい電力 

隣接チャネル漏えい電力の許容値は、以下に示す値であること。ただし、送信周波

数帯域内については規定しない。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

陸上移動中継局が送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．１

－３０に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれかの許容値を各離調周波数にお

いて満足すること。 

 

表１．１－３０ 隣接チャネル漏えい電力（下り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 
絶対値規定 50MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 50MHz -25.7dBc 47.52MHz 

100MHz 
絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 95.04MHz 

相対値規定 100MHz -25.7dBc 95.04MHz 

200MHz 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 200MHz -25.7dBc 190.08MHz 

300MHz 
絶対値規定 300MHz -10.3dBm/MHz 285.12MHz 

相対値規定 300MHz -25.7dBc 285.12MHz 

400MHz以上 
絶対値規定 400MHz -10.3dBm/MHz 380.16MHz 

相対値規定 400MHz -25.7dBc 380.16MHz 
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 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

陸上移動中継局が送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．１

－３１に示す相対値規定の許容値を各離調周波数において満足すること。 

 

表１．１－３１ 隣接チャネル漏えい電力（上り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 相対値規定 50MHz -14.7dBc 47.52MHz 

100MHz 相対値規定 100MHz -14.7dBc 95.04MHz 

200MHz 相対値規定 200MHz -14.7dBc 190.08MHz 

300MHz 相対値規定 300MHz -14.7dBc 285.12MHz 

400MHz以上 相対値規定 400MHz -14.7dBc 380.16MHz 

 

オ スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の許容値は、以下の表に示す値であること。 

なお、この値は送信周波数帯域端から1.5GHz以上の範囲に適用する。ただし、送信

周波数帯域内については規定しない。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．１－３２ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（移動局向け）基本 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1000MHz未満 -13dBm 100kHz 

1000MHz以上上端の２倍未満又は60GHz未満 -13dBm １MHz 

 

以下に示す周波数範囲については、表１．１－３３に示す許容値以下であるこ

と。なお、本規定は送信周波数帯域端から1.5GHz未満の周波数範囲にも適用する。 

 

表１．１－３３ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（移動局向け）個別周波数帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

地球探査衛星帯域 23.6GHz以上24.0GHz未満 -９dBm注 200MHz 

注：2021年1月1日から運用開始する無線局に対して、26GHz帯及び28GHz帯の周波数

を使用する場合に、搬送波の周波数の下端が27.5GHz以下の場合に適用する。

また、2021年1月1 日から2027年9月1日前に運用開始する無線局に関しては、

-３dBm/200MHzの許容値を適用してもよい。 
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(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．１－３４ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（基地局向け）基本 26GHz帯及び 28GHz帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上12.75GHz未満 -13dBm １MHz 

12.75GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13dBm １MHz 

 

以下に示す周波数範囲については、表１．１－３５に示す許容値以下であるこ

と。なお、本規定は送信周波数帯域端から1.5GHz未満の周波数範囲にも適用する。 

 

表１．１－３５ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（基地局向け）個別周波数帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

地球探査衛星帯域 23.6GHz以上24.0GHz未満 -５dBm注 200MHz 

注：2021年1月1日から運用開始する無線局に対して、26GHz帯及び28GHz帯の周波数を

使用する場合に、搬送波の周波数の下端が27.5GHz以下の場合に適用する。また、

2021年1月1日から2027年9月1日前に運用開始する無線局に関しては、-

29dBW/200MHzの許容値を適用してもよい。 

 

 

カ スペクトラムマスク 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発

射の強度の測定帯域の中心周波数までの差のオフセット周波数（Δf）に対して、

移動局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．１－３６に示す許容値以下、

及び基地局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．１－３７に示す許容値以

下であること。ただし、送信周波数帯域の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り

適用する。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．１－３６ スペクトラムマスク（移動局向け） 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 
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通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．１－３７ スペクトラムマスク（基地局向け） 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

 測定法 

26GHz帯及び 28GHz帯における第５世代移動通信システムの測定法については、ＯＴＡ

による測定法を適用することが適当である。また、技術的条件の規定内容に応じ、実効輻

射電力又は総合放射電力のいずれかの方法を適用する。 

 

(1) 送信装置 

入力試験信号については、特に指定する場合を除き中継を行う携帯無線通信の標準

的な変調をかけた信号全てとする。なお、測定結果が最悪となる入力試験信号を用いる

場合は、それ以外の入力試験信号による測定を省略することができる。 

 

ア 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 



36 
 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 

イ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す

ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において

は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、
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順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す

ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において

は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

ウ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 
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(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

エ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライ

ザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の

限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続したスペクトルアナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定

し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅と

する。 

 

オ 空中線電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線
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に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 

カ スペクトラムマスク 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｱ) 下り回線（移動局向け送信）と

同じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定

又は換算する。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ) 上り回線（基地局向け送信）と

同じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定

又は換算する。 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

(3) 運用中の設備における測定 

運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、

(1)及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 
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  26GHz 帯及び 28GHz帯 TDD-NR方式の小電力レピータの技術的条件 

 無線諸元 

(1) 無線周波数帯、周波数間隔 

26GHz帯(25.25GHz-27.5GHz)及び28GHz帯（26.5GHz-28.2GHz、29.1GHz-29.5GHz）の周

波数を使用すること。 

 

(2) 中継方式  

規定しない。なお、本方式で対象となる RF 信号は、増幅する無線方式の信号とする。 

 

(3) 伝送方式  

増幅する無線方式による。 

 

(4) 空中線電力、空中線利得 

下り回線（移動局向け送信）、上り回線（基地局向け送信）の空中線電力、空中線利

得は、下表に示すとおりとする。 

 

表１．１－３８ 空中線電力の最大値 

 空中線電力 空中線利得 

下り回線 23.0dBm（200mW）注 20dBi以下注 

上り回線 23.0dBm（200mW）注 20dBi以下注 

注：下り回線において、等価等方輻射電力が絶対利得20dBの空中線に

200mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分

を空中線の利得で補うことができるものとする。 

なお、空中線利得には給電線損失は含まないものとする。 

 

 (5) 占有周波数帯幅、電波の型式 

増幅する無線方式による。 

 

 システム設計上の条件 

(1) 最大収容可能局数 

１基地局（＝１セル）当りの本レピータの最大収容可能局数は 50 局を目安とする。 

 

(2) 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、電波法施行規則第 21条の４に適合すること。 
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(3) 他システムとの共用 

他の無線局及び電波法第 56条に基づいて指定された受信設備に干渉の影響を与えな

いように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要な対策を講ずること。 

 

 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。なお、本技術的条件に適

用した測定器の許容誤差については暫定値であり、3GPPの議論が確定した後、適正な値

を検討することが望ましい。 

 

ア アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

26GHz帯及び 28GHz帯においては、空中線端子を有さないノーマルアンテナ（アク

ティブアンテナではなく、ビームパターンが固定のものをいう。）と組合せた小電力

レピータのみが定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴＡによる

ものとする。 

 

イ 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

26GHz帯及び28GHz帯においては、±（0.1ppm+12Hz）以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

26GHz帯及び28GHz帯においては、±（0.1ppm＋12Hz）以内であること。 

 

ウ 空中線電力の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

定格空中線電力の±5.1dB以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

定格空中線電力の±5.1dB以内であること。 

  

エ 隣接チャネル漏えい電力 

隣接チャネル漏えい電力の許容値は、以下に示す値であること。ただし、送信周波

数帯域内については規定しない。 
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(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

小電力レピータが送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．１

－３９に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれかの許容値を各離調周波数にお

いて満足すること。 

 

表１．１－３９ 隣接チャネル漏えい電力（下り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 
絶対値規定 50MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 50MHz -25.7dBc 47.52MHz 

100MHz 
絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 95.04MHz 

相対値規定 100MHz -25.7dBc 95.04MHz 

200MHz 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 200MHz -25.7dBc 190.08MHz 

300MHz 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 285.12MHz 

相対値規定 300MHz -14.7dBc 285.12MHz 

400MHz以上 
絶対値規定 400MHz -10.3dBm/MHz 380.16MHz 

相対値規定 400MHz -25.7dBc 380.16MHz 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

小電力レピータが送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．１

－４０に示す相対値規定の許容値を各離調周波数において満足すること。 

 

表１．１－４０ 隣接チャネル漏えい電力（上り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 相対値規定 50MHz -14.7dBc 47.52MHz 

100MHz 相対値規定 100MHz -14.7dBc 95.04MHz 

200MHz 相対値規定 200MHz -14.7dBc 190.08MHz 

300MHz 相対値規定 200MHz -14.7dBc 285.12MHz 

400MHz以上 相対値規定 400MHz -14.7dBc 380.16MHz 

 

オ スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の許容値は、以下の表に示す値であること。 

なお、この値は送信周波数帯域端から1.5GHz以上の範囲に適用する。ただし、送信
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周波数帯域内については規定しない。 

 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．１－４１ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（移動局向け）基本 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1000MHz未満 -13dBm 100kHz 

1000MHz以上上端の２倍未満又は60GHz未満 -13dBm １MHz 

 

以下に示す周波数範囲については、表１．１－４２に示す許容値以下であるこ

と。 

なお、本規定は送信周波数帯域端から1.5GHz未満の周波数範囲にも適用する。 

 

表１．１－４２ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（移動局向け）個別周波数帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

地球探査衛星帯域 23.6GHz以上24.0GHz未満 -９dBm注 200MHz 

注：2021年1月1日から運用開始する無線局に対して、26GHz帯及び28GHz帯の周波数を

使用する場合に、搬送波の周波数の下端が27.5GHz以下の場合に適用する。また、

2021年1月1 日から2027年9月1日前に運用開始する無線局に関しては、-３

dBm/200MHzの許容値を適用してもよい。 

 

 

 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．１－４３ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（基地局向け）基本 26GHz帯及び 28GHz帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上12.75GHz未満 -13dBm １MHz 

12.75GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13dBm １MHz 

 

以下に示す周波数範囲については、表１．１－４４に示す許容値以下であるこ

と。 

なお、本規定は送信周波数帯域端から1.5GHz未満の周波数範囲にも適用する。 
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表１．１－４４ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（基地局向け）個別周波数帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

地球探査衛星帯域 23.6GHz以上24.0GHz未満 -５dBm注 200MHz 

注：2021年1月1日から運用開始する無線局に対して、26GHz帯及び28GHz帯の周波数を

使用する場合に、搬送波の周波数の下端が27.5GHz以下の場合に適用する。また、

2021年1月1日から2027年9月1日前に運用開始する無線局に関しては、-

29dBW/200MHzの許容値を適用してもよい。 

 

 

カ スペクトラムマスク 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発

射の強度の測定帯域の中心周波数までの差のオフセット周波数（Δf）に対して、

移動局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．１－４５に示す許容値以下、

及び基地局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．１－４６に示す許容値以

下であること。ただし、送信周波数帯域の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り

適用する。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．１－４５ スペクトラムマスク（移動局向け） 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．１－４６ スペクトラムマスク（基地局向け） 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 
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キ 帯域外利得 

下記の条件を全て満たすこと。 

・送信周波数帯域端から40MHz以上150MHz未満離れた周波数において利得

70.1dB以下であること。 

・送信周波数帯域端から150MHz以上400MHz未満離れた周波数において利得

57.1dB以下であること。 

・送信周波数帯域端から400MHz以上離れた周波数において利得37.1dB以下であ

ること。 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

(3) その他必要な機能 

ア 包括して免許の申請を可能とするための機能 

「通信の相手方である無線局からの電波を受けることによって自動的に選択され

る周波数の電波のみを発射する」こと。 

イ その他、陸上移動局として必要な機能 

(ｱ) 周囲の他の無線局への干渉を防止するための機能 

発振防止機能を有すること。 

(ｲ) 将来の周波数再編等に対応するための機能 

包括して免許の申請を可能とするための機能又は携帯電話端末からレピータを

制御する機能を有すること。 

 

 測定法 

26GHz帯及び 28GHz帯における第５世代移動通信システムの測定法については、ＯＴＡ

による測定法を適用することが適当である。また、技術的条件の規定内容に応じ、実効輻

射電力又は総合放射電力のいずれかの方法を適用する。 

 

(1) 送信装置 

入力試験信号については、特に指定する場合を除き中継を行う携帯無線通信の標準

的な変調をかけた信号全てとする。なお、測定結果が最悪となる入力試験信号を用いる
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場合は、それ以外の入力試験信号による測定を省略することができる。 

ア 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 

イ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す

ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において

は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、スペクトルアナライザを用い、掃引速度が１サ

ンプル点あたり１個以上のバーストが入るようにして測定する。 
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なお、被試験器の小電力レピータの出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す

ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において

は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、スペクトルアナライザを用い、掃引速度が１サ

ンプル点あたり１個以上のバーストが入るようにして測定する。 

なお、被試験器の小電力レピータの出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

ウ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、
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分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

 

   (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

 

エ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライ

ザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の

限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライ

ザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の

限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 
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オ 空中線電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 

 

カ 送信空中線の絶対利得 

測定距離3m以上の電波暗室又は地面反射波を抑圧したオープンサイト若しくはそ

れらのテストサイトにおいて測定すること。測定用空中線は測定する周波数帯にお

ける送信空中線絶対利得として求める。この場合において、複数の空中線を用いる

場合であって位相を調整して最大指向性を得る方式の場合は、合成した利得が最大

になる状態で測定すること。 

テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いること。また、被測定対象機

器の大きさが60cmを超える場合は、測定距離をその5倍以上として測定することが適

当である。 

なお、円偏波の空中線利得の測定においては直線偏波の測定用空中線を水平及び

垂直にして測定した値の和とすること。ただし、最大放射方向の特定が困難な場合

は直線偏波の空中線を水平又は垂直で測定した値に3dB加えることによって円偏波

空中線の利得とすることが適当である。 
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キ 帯域外利得 

送信周波数帯域端から40MHz～150MHz、150MHz～400MHz、および400MHz以上離れた

周波数において無変調波にて測定する。 

入力信号レベルと出力信号レベルの測定にあたっては、連続送信波により測定す

ることが望ましいが、バースト送信波にて測定する場合は、送信時間率が最大とな

るバースト繰り返し周期よりも十分長い期間における平均電力を測定し、その測定

値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とすることが適当である。 

 

カ スペクトラムマスク 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｱ) 下り回線（移動局向け送信）と

同じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定

又は換算する。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ) 上り回線（基地局向け送信）と

同じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定

又は換算する。 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

(3) 包括して免許の申請を可能とするための機能の測定 

以下のいずれかの方法にて測定する。 

・受信した搬送波の事業者識別符号等を読み取ることで事業者を識別し、当該事業

者の搬送波のみを増幅することをスペクトルアナライザ等にて確認する。 

・事業者特有の信号を定期的に受信し、レピータが当該信号を受信することで自ら

が増幅可能な電波を受信していることを確認し、当該信号の受信が確認できなく

なった際には増幅動作を停止することをスペクトルアナライザ等にて確認する。 

・基地局等からの遠隔制御により、増幅動作の停止が行えることをスペクトルアナ

ライザ等にて確認する。 

 

(4) 運用中の設備における測定 

運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、

(1)及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 
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１．２ 40GHz 帯 TDD-NR 方式の技術的条件 

 40GHz 帯 TDD-NR方式の技術的条件 

 無線諸元 

(1) 無線周波数帯 

 40GHz帯（40.5GHz-43.5GHz）の周波数を使用すること。 

 

(2) キャリア設定周波数間隔 

設定しうるキャリア周波数間の最低周波数設定ステップ幅であること。 

60kHzとすること。 

 

(3) 多元接続方式／多重接続方式 

OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：直交周波数分割多重）方式及

び TDM（Time Division Multiplexing：時分割多重）方式との複合方式を下り回線（基

地局送信、移動局受信）に、SC-FDMA（Single Carrier Frequency Division Multiple 

Access：シングル・キャリア周波数分割多元接続）方式又は OFDMA（Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access：直交周波数分割多元接続）を上り回線（移動局

送信、基地局受信）に使用すること。 

 

(4) 通信方式 

TDD（Time Division Duplex：時分割複信）方式とすること。 

 

(5) 変調方式 

ア 基地局（下り回線） 

規定しない。 

イ 移動局（上り回線） 

規定しない。 

 

 システム設計上の条件 

(1) フレーム長 

フレーム長は 10msであり、サブフレーム長は１ms（10サブフレーム／フレーム）で

あること。スロット長は 0.25ms 又は 0.125ms（40 又は 80 スロット／フレーム）であ

ること。 

 

(2) 送信電力制御 

基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線

電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。 
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(3) 電磁環境対策 

移動局と自動車用電子機器や医療電子機器等との相互の電磁干渉に対しては、十分

な配慮が払われていること。 

 

(4) 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、基地局については電波法施行規則第 21条の４、移

動局については無線設備規則第 14条の２に適合すること。 

 

(5) 移動局送信装置の異常時の電波発射停止 

次の機能が独立してなされること。 

ア 基地局が移動局の異常を検出した場合、基地局は移動局に送信停止を要求する

こと。 

イ 移動局自身がその異常を検出した場合は、異常検出タイマのタイムアウトによ

り移動局自身が送信を停止すること。 

 

(6) 他システムとの共用 

他の無線局及び電波法第 56条に基づいて指定された受信設備に干渉の影響を与えな

いように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要な対策を講ずること。 

 

 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。なお、本技術的条件の一

部の規定については暫定値であり、3GPP の議論が確定した後、適正な値を検討するこ

とが望ましい。 

 

ア キャリアアグリゲーション 

基地局については、一の送信装置から異なる周波数帯の搬送波を発射する場合に

ついては今回の検討の対象外としており、そのような送信装置が実現される場合には、

その不要発射等について別途検討が必要である。 

移動局については、キャリアアグリゲーション（複数の搬送波を同時に用いて一体

として行う無線通信をいう。）で送信可能な搬送波の組合せで送信している状態で搬

送波毎にエからシに定める技術的条件を満足すること。ただし、それぞれの項目にお

いて別に定めがある場合は、この限りでない。 

 

イ アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

40GHz帯においては、空中線端子を有さないアクティブアンテナと組合せた基地局

及び空中線端子を有さないアクティブアンテナ又はノーマルアンテナと組合せた移

動局のみが定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴＡによるもの
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とする。基地局が複数のアクティブアンテナを組合せることが可能な場合は、各ア

クティブアンテナにおいてエからシの技術的条件を満足すること。ただし、それぞ

れの項目において別に定めがある場合は、この限りではない。 

  

ウ 周波数の許容偏差 

(ｱ) 基地局 

±（0.1ppm＋12Hz）以内であること。最大空中線電力が 26dBm以下のものにおいて

は、±（0.25ppm＋12Hz）以内であること。ただし、3GPPの議論状況に応じて改めて

修正を検討する。 

 

(ｲ) 移動局 

基地局の制御信号により指示された移動局の送信周波数に対し、40GHz帯におい

ては±（0.1ppm＋0.005ppm）以内であること。 

 

エ スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の許容値は、以下の表に示す値以下であること。 

(ｱ) 基地局 

基地局における空中線電力の総和としての許容値は、表１．２－１に示す許容

値以下であること。ただし、基地局が使用する周波数帯（40.5GHz-43.5GHzの周波

数帯をいう。以下、１．２．１．３において同じ。）の端から1.5GHz以上離れた周

波数範囲に適用する。 

また、一の送信装置において同一周波数帯で複数搬送波（変調後の搬送波をい

う。以下１．２．１．３において同じ。）を送信する場合にあっては、複数の搬送

波を同時に送信した場合においても、本規定を満足すること。ただし、基地局が使

用する周波数帯の端から1.5GHz以上離れた周波数範囲に適用する。 

 

表１．２－１ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値（基地局）基本 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1000MHz未満 -13dBm 100kHz 

1000MHz以上上端の周波数の２倍未満又は60GHz未満 -13dBm １MHz 

 

 (ｲ) 移動局 

移動局における空中線電力の総和としての許容値は、50MHzシステムにあって

は周波数離調（送信周波数帯域の中心周波数から参照帯域幅の送信周波数帯に

近い方の端までの差の周波数を指す。搬送波が隣接するキャリアアグリゲーシ

ョンの場合を除き、以下同じ。）が125MHz以上、100MHzシステムにあっては周波

数離調が250MHz以上、200MHzシステムにあっては周波数離調が500MHz以上、

400MHzシステムにあっては周波数離調が1000MHz以上に適用する。なお、通信に

あたって移動局に割り当てる周波数の範囲（リソースブロック）を基地局の制

御によって制限し、あるいは送信電力を基地局や移動局の制御によって制限す
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ること又はそれらの組合せの制御によって制限することで、その条件での許容

値とすることができる。 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、複数の搬送波

で送信している条件での許容値とし、複数の搬送波の帯域幅の合計値が、100MHz

システムにあっては周波数離調（隣接する複数の搬送波の送信帯域幅の中心周

波数から参照帯域幅の送信周波数帯に近い方の端までの差の周波数を指す。搬

送波が隣接するキャリアアグリゲーションの場合にあっては、以下同じ。）が

250MHz以上、200MHzシステムにあっては周波数離調が500MHz以上、300MHzシス

テムにあっては周波数離調が750MHz以上、400MHzシステムにあっては周波数離

調が1000MHz以上、450MHzシステムにあっては周波数離調が1125MHz以上、500MHz

システムにあっては周波数離調が1250MHz以上、600MHzシステムにあっては周波

数離調が1500MHz以上、650MHzシステムにあっては周波数離調が1625MHz以上、

700MHzシステムにあっては周波数離調が1750MHz以上、800MHzシステムにあって

は周波数離調が2000MHz以上の周波数範囲に適用する。 

搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、一の搬送波

のスプリアス領域が他の搬送波の送信周波数帯域及び帯域外領域と重複する場

合は、当該周波数範囲においては本規定を適用しない。なお、送信する周波数

の組合せにより測定する周波数範囲における許容値が異なる場合は、どちらか

高い方の許容値を適用する。 

 

表１．２－２ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値（移動局）基本 40GHz

帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上12.75GHz未満 -30dBm １MHz 

12.75GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13dBm １MHz 

 

オ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 基地局 

空中線電力の総和が表１．２－３に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれか

の許容値を各離調周波数において満足すること。 

一の送信装置において同一周波数帯で複数の搬送波を同時に送信する場合の許

容値は、最も下側の搬送波の下側及び最も上側の搬送波の上側において、空中線

電力の総和が表１．２－３に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれかの許容値

を各離調周波数において満足すること。 
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表１．２－３ 隣接チャネル漏えい電力（基地局） 

システム 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHzシステム 
絶対値規定 50MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 50MHz -23.4dBc 47.52MHz 

100MHzシステム 
絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 95.04MHz 

相対値規定 100MHz -23.4dBc 95.04MHz 

200MHzシステム 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 200MHz -23.4dBc 190.08MHz 

400MHzシステム 
絶対値規定 400MHz -10.3dBm/MHz 380.16MHz 

相対値規定 400MHz -23.4dBc 380.16MHz 

     

一の送信装置において同一周波数帯で隣接しない複数の搬送波を同時に送信す

る場合は、空中線電力の総和が表１．２－４に示す絶対値規定又は相対値規定の

いずれかの許容値を各オフセット周波数において満足すること。 

 

表１．２－４ 隣接チャネル漏えい電力（隣接しない複数の搬送波を発射する基地局） 

システム 周波数差注２ 
規定の種

別 

オフセッ

ト周波数注

３ 

許容値 参照帯域幅 

200MHz未満の 

システム 

50MHz以上 

100MHz未満 

絶対値規

定 
25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規

定 
25MHz -23.4dBc注４ 47.52MHz 

100MHz以上 

絶対値規

定 
25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規

定 
25MHz -23.4dBc注５ 47.52MHz 

200MHz未満の 

システム 

（他方の搬送波が

200MHz以上の 

システムの場合） 

50MHz以上 

250MHz未満 

絶対値規

定 
25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規

定 
25MHz -23.4dBc注４ 47.52MHz 

250MHz以上 

絶対値規

定 
25MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規 25MHz -23.4dBc注５ 47.52MHz 
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定 

200MHz以上の 

システム 

200MHz以上 

400MHz未満 

絶対値規

定 
100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規

定 
100MHz -23.4dBc注４ 190.08MHz 

400MHz以上 

絶対値規

定 
100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規

定 
100MHz -23.4dBc注５ 190.08MHz 

200MHz以上の 

システム 

（他方の搬送波が

200MHz未満の 

システムの場合） 

200MHz以上 

250MHz未満 

絶対値規

定 
100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規

定 
100MHz -23.4dBc注４ 190.08MHz 

250MHz以上 

絶対値規

定 
100MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規

定 
100MHz -23.4dBc注５ 190.08MHz 

注１：本表は、下側の搬送波の送信周波数帯域の上端から、上側の搬送波の送信周

波数帯域の下端までの周波数範囲に適用する。３波以上の搬送波の場合には、

近接する搬送波の間の周波数範囲に適用する。 

注２：下側の搬送波の送信周波数帯域の上端から、上側の搬送波の送信周波数帯域

の下端までの周波数差 

注３：下側の搬送波の送信周波数帯域の上端又は上側の搬送波の送信周波数帯域の

下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数 

注４：基準となる搬送波の電力は、複数の搬送波の電力の和とする。 

注５：基準となる搬送波の電力は、下側の搬送波又は上側の搬送波の電力とする。 

 

(ｲ) 移動局 

空中線電力の総和が表１．２－５に示す相対値規定又は絶対値規定のいずれか

の許容値を各離調周波数において満足すること。なお、通信にあたって移動局に

割り当てる周波数の範囲（リソースブロック）を基地局の制御によって制限し、あ

るいは送信電力を基地局や移動局の制御によって制限すること又はそれらの組合

せによる制御によって制限することで、その条件での許容値とすることができる。 
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表１．２－５ 隣接チャネル漏えい電力（移動局）基本 

システム 規定の種別 離調周波数 許容値注 参照帯域幅 

50MHzシステム 
相対値規定 50MHz -9.56dBc 47.58MHz 

絶対値規定 50MHz -35dBm 47.58MHz 

100MHzシステム 
相対値規定 100MHz -9.67dBc 95.16MHz 

絶対値規定 100MHz -35dBm 95.16MHz 

200MHzシステム 
相対値規定 200MHz -16dBc 190.20MHz 

絶対値規定 200MHz -35dBm 190.20MHz 

400MHzシステム 
相対値規定 400MHz -16dBc 380.28MHz 

絶対値規定 400MHz -35dBm 380.28MHz 

注：送信周波数帯域の中心周波数から離調周波数分だけ離れた周波数を中心

周波数とする参照帯域幅分の値とする。 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、許容値は、複数

の搬送波で送信している条件とし、空中線電力の総和において表１．２－６に示

す相対値規定又は絶対値規定のどちらか高い値であること。 

 

表１．２－６ 隣接チャネル漏えい電力（移動局）キャリアアグリゲーション 

システム 規定の種別 離調周波数 許容値注 参照帯域幅 

100MHzシステム 
相対値規定 100MHz -9.56dBc 97.58MHz 

絶対値規定 100MHz -35dBm 97.58MHz 

200MHzシステム 
相対値規定 200MHz -9.67dBc 195.16MHz 

絶対値規定 200MHz -35dBm 195.16MHz 

300MHzシステム 
相対値規定 300MHz -16dBc 295.16MHz 

絶対値規定 300MHz -35dBm 295.16MHz 

400MHzシステム 
相対値規定 400MHz -16dBc 395.16MHz 

絶対値規定 400MHz -35dBm 395.16MHz 

注１：隣接する複数の搬送波の送信周波数帯域の中心周波数から離調周波数

分だけ離れた周波数を中心周波数とする参照帯域幅分の値とする。 

注２：相対値規定の際、基準となる搬送波電力は、キャリアアグリゲーショ

ンで送信する隣接する複数の搬送波電力の和とする。 

 

搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、各送信周波数

帯域の端（他方の送信搬送波に近い端に限る。）の間隔が各搬送波の占有周波数帯

幅よりも狭い場合はその間隔内においては本規定を適用しない。 
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カ スペクトラムマスク 

(ｱ) 基地局 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発

射の強度の測定帯域の中心周波数までの差のオフセット周波数（Δf）に対して、

不要発射の強度の総和が表１．２－７に示す許容値以下であること。ただし、基

地局が使用する周波数帯の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り適用する。 

また、一の送信装置において同一周波数帯で複数の搬送波を送信する場合にあ

っては、複数の搬送波を同時に送信した場合においても、最も下側の搬送波の下

側及び最も上側の搬送波の上側において、本規定を満足すること。ただし、基地局

が使用する周波数帯の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り適用する。 

 

一の送信装置において同一周波数帯で隣接しない複数の搬送波を同時に送信す

る場合は、下側の搬送波の送信周波数帯域の上端から、上側の搬送波の送信周波

数帯域の下端までの周波数範囲においては、各搬送波に属するスペクトラムマス

クの許容値の総和を満たすこと。 

 

 

表１．２－７ スペクトラムマスク（基地局） 

オフセット周波数|Δf |(MHz) 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、送信周波数帯域幅

の10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

送信周波数帯域幅の10%に

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

(ｲ) 移動局 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発

射の強度の測定帯域の最寄の端までのオフセット周波数（Δf）に対して、システ

ム毎に空中線電力の総和において表１．２－８に示す許容値以下であること。な

お、通信にあたって移動局に割り当てる周波数の範囲（リソースブロック）を基地

局の制御によって制限し、あるいは送信電力を基地局や移動局の制御によって制

限すること又はそれらの組合せによる制御によって制限することで、その条件で

の許容値とすることができる。 
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表１．２－８ スペクトラムマスク（移動局）40GHz帯 

オフセット周波数|Δf| 

システム毎の許容値（dBm） 
参照帯

域幅 
50 

MHz 

100 

MHz 

200 

MHz 

400 

MHz 

０MHz以上５MHz未満 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 １MHz  

５MHz以上10MHz未満 -8.54 -0.54 -0.54 -0.54 １MHz 

10MHz以上20MHz未満 -8.54 -8.54 -0.54 -0.54 １MHz 

20MHz以上40MHz未満 -8.54 -8.54 -8.54 -0.54 １MHz 

40MHz以上100MHz未満 -8.54 -8.54 -8.54 -8.54 １MHz 

100MHz以上200MHz未満  -8.54 -8.54 -8.54 １MHz 

200MHz以上400MHz未満   -8.54 -8.54 １MHz 

400MHz以上800MHz未満    -8.54 １MHz 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、表１．２－９に

示す許容値以下であること。 

 

表１．２－９ スペクトラムマスク（移動局）キャリアアグリゲーション 40GHz帯 

オフセット周波数|Δf| 

システム毎の許容値（dBm） 参照帯

域幅 
100 

MHz 

200 

MHz 

300 

MHz 

400 

MHz 

０MHz以上10MHz未満 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54  １MHz 

10MHz以上20MHz未満 -8.54 -0.54 -0.54 -0.54 １MHz 

20MHz以上30MHz未満 -8.54 -8.54 -0.54 -0.54 １MHz 

30MHz以上40MHz未満 -8.54 -8.54 -8.54 -0.54 １MHz 

40MHz以上45MHz未満 -8.54 -8.54 -8.54 -8.54 １MHz 

45MHz以上200MHz未満 -8.54 -8.54 -8.54 -8.54 １MHz 

200MHz以上400MHz未満  -8.54 -8.54 -8.54 １MHz 

400MHz以上600MHz未満   -8.54 -8.54 １MHz 

600MHz以上800MHz未満    -8.54 １MHz 

 

搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、各搬送波の不

要発射の強度の測定帯域が重複する場合は、どちらか高い方の許容値を適用する。

また、各搬送波の不要発射の強度の測定帯域が他方の搬送波の送信周波数帯域と

重複する場合、その周波数範囲においては本規定を適用しない。 

 

 



60 
 

キ 占有周波数帯幅の許容値 

(ｱ) 基地局 

各システムの99%帯域幅は、表１．２－１０のとおりとする。 

 

表１．２－１０ 各システムの 99％帯域幅（基地局） 

システム 99％帯域幅 

50MHzシステム 50MHz以下 

100MHzシステム 100MHz以下 

200MHzシステム 200MHz以下 

400MHzシステム 400MHz以下 

 

(ｲ) 移動局 

各システムの99%帯域幅は、表１．２－１１のとおりとする。 

 

表１．２－１１ 各システムの 99％帯域幅（移動局）40GHz帯 

システム 99％帯域幅 

50MHzシステム 50MHz以下 

100MHzシステム 100MHz以下 

200MHzシステム 200MHz以下 

400MHzシステム 400MHz以下 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する場合、表１．２－１２

に示す幅以下の中に、発射される全平均電力の99％が含まれること。 

 

表１．２－１２ 搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで送信する際の 

99％帯域幅（移動局）40GHz帯 

システム 99％帯域幅 

100MHzシステム 100MHz以下 

200MHzシステム 200MHz以下 

300MHzシステム 300MHz以下 

400MHzシステム 400MHz以下 

 

搬送波が隣接しないキャリアアグリゲーションで送信する場合、各送信周波数

帯域幅に応じた表１．２－１１に示す幅以下の中に、各送信周波数帯域から発射

される全平均電力の合計の99％が含まれること。 

 

 

ク 最大空中線電力及び空中線電力の許容偏差 
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(ｱ) 基地局 

空中線電力の許容偏差は、40GHz帯の周波数にあっては定格空中線電力の±

5.4dB以内であること。 

(ｲ) 移動局 

定格空中線電力の最大値は、23dBmであること。 

同一の周波数帯内におけるキャリアアグリゲーションで送信する場合は、各搬

送波の空中線電力の合計値について、23dBm以下であること。 

異なる周波数帯におけるキャリアアグリゲーションで送信する場合は、各周波

数帯で規定することとし、23dBm以下であること。 

空中線電力の許容偏差は、40GHz帯の周波数にあっては定格空中線電力に+3.7dB

を加えた値以下であること。 

 

ケ 空中線絶対利得の許容値 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

空中線絶対利得は20dBi以下とすること。 

ただし、等価等方輻射電力が、絶対利得 20dBiの空中線に定格空中線電力の最

大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うこと

ができるものとする。 

 

コ 送信オフ時電力 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

送信を停止した時、送信機の出力雑音電力スペクトル密度の許容値は、送信帯

域の周波数で、移動局空中線端子において、以下の許容値以下であること。ただ

し、測定系の環境上、以下の許容値を測定することが困難な場合には、別途定める

測定法の検知下限以下であるものとする。 

 

表１．２－１３ 送信オフ時電力 40GHz帯 

 システム毎の許容値 

50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

送信オフ時電力 -7.5dBm -4.5dBm -1.5dBm 1.5dBm 

参照帯域幅 47.58MHz 95.16MHz 190.20MHz 380.28MHz 

 

サ 送信相互変調特性 

規定しない。 
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(2) 受信装置 

マルチパスのない受信レベルの安定した条件下（静特性下）において、以下の技術的

条件を満たすこと。なお、本技術的条件の一部の規定については暫定値であり、3GPPの

議論が確定した後、適正な値を検討することが望ましい。 

 

ア キャリアアグリゲーション 

基地局については、一の受信装置で異なる周波数帯の搬送波を受信する場合につ

いては今回の検討の対象外としており、そのような受信装置が実現される場合には、

その副次的に発する電波等の限度について別途検討が必要である。 

移動局については、キャリアアグリゲーションで受信可能な搬送波の組合せで受

信している状態で搬送波毎にウからカに定める技術的条件を満足すること。ただし、

それぞれの項目において別に定めがある場合は、この限りでない。 

 

イ アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

40GHz帯においては、空中線端子を有さないアクティブアンテナと組合せた基地局

及び空中線端子を有さないアクティブアンテナ又はノーマルアンテナと組合せた移

動局のみが定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴＡによるもの

とする。 

希望波電力、妨害波電力等の規定値は、受信機が配置される場所における電力と

すること。 

 

ウ 受信感度 

受信感度は、規定の通信チャネル信号（QPSK、符号化率 1/3）を最大値の 95％以上

のスループットで受信するために必要な最小受信電力であり静特性下において以下

に示す値（基準感度）であること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、表１．２－１４の値以下の値であること。ただし、希望波

の電力はアンテナ面における電力とする。 

 

表１．２－１４ 受信感度（基地局） 

周波数帯域 基準感度(dBm) 

40GHz帯 

(40.5GHz-43.5GHz)  
-80.6 

 

(ｲ) 移動局 

静特性下において、システム毎に表１．２－１５の値以下であること。ただし、
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希望波の電力はアンテナ面における電力とする。 

 

表１．２－１５ 受信感度（移動局） 

周波数帯域 

システム毎の基準感度(dBm)  

50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

40GHz帯 

(40.5GHz-43.5GHz) 
-77.35 -74.35 -71.35 -68.35 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで受信する場合、静特性下におい

て複数の搬送波で受信している条件とし、受信搬送波毎に上記の表の基準感度以

下の値であること。 

 

 

 

エ ブロッキング 

ブロッキングは、１つの変調妨害波存在下で希望信号を受信する受信機能力の尺

度であり、以下の条件下で希望波と変調妨害波を加えた時、規定の通信チャネル信

号（QPSK、符号化率 1/3）を最大値の 95％以上のスループットで受信できること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、以下の条件とする。ただし、希望波及び妨害波の電力はアン

テナ面における電力とする。 

 

表１．２－１６ ブロッキング（基地局） 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の受信電力 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 

変調妨害波の離調

周波数 
100MHz 125MHz 175MHz 275MHz 

変調妨害波の電力 基準感度+33dB 基準感度+33dB 基準感度+33dB 基準感度+33dB 

変調妨害波の周波

数幅 
50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 
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(ｲ) 移動局 

静特性下において、以下の条件とする。ただし、希望波及び妨害波の電力はアン

テナ面における電力とする。 

 

表１．２－１７ ブロッキング（移動局）基本 40GHz帯 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力 
基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 

変調妨害波の 

離調周波数 
100MHz 200MHz 400MHz 800MHz 

変調妨害波の 

電力 

基準感度

+34.5dB 

基準感度

+34.5dB 

基準感度

+34.5dB 

基準感度

+34.5dB 

変調妨害波の 

周波数幅 
50MHz 100MHz 200MHz 400MHz 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションで受信する場合、静特性下におい

て複数の搬送波で受信している条件とし、受信搬送波毎に以下の条件とする。 

 

表１．２－１８ ブロッキング（移動局）キャリアアグリゲーション 40GHz帯 

 
100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

300MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力注 
基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 

変調妨害波の

離調周波数 
200MHz 400MHz 600MHz 800MHz 

変調妨害波の

電力 

希望波の受信

電力の合計

+20.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+20.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+20.5dB 

希望波の受信

電力の合計

+20.5dB 

変調妨害波の

周波数幅 
100MHz 200MHz 300MHz 400MHz 

注：受信搬送波毎の電力とする。 

 

オ 隣接チャネル選択度 

隣接チャネル選択度は、隣接する搬送波に配置された変調妨害波の存在下で希望

信号を受信する受信機能力の尺度であり、以下の条件下で希望波と変調妨害波を基

地局又は移動局が設置される場所に加えた時、規定の通信チャネル信号（QPSK、符号
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化率 1/3）を最大値の 95％以上のスループットで受信できること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、以下の条件とすること。ただし、希望波及び妨害波の電力は

アンテナ面における電力とする。 

 

表１．２－１９ 隣接チャネル選択度（基地局）40GHz帯 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の受信

電力 
基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 

変調妨害波の

離調周波数 
49.29MHz 74.31MHz 124.29MHz 224.31MHz 

変調妨害波の

電力 

基準感度 

+26.7dB 

基準感度 

+26,7dB 

基準感度 

+26.7dB 

基準感度 

+26.7dB 

変調妨害波の

周波数幅 
50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 

 

 (ｲ) 移動局 

静特性下において、以下の条件とすること。ただし、希望波及び妨害波の電力は

アンテナ面における電力とする。 

 

表１．２－２０ 隣接チャネル選択度（移動局）基本 40GHz 帯 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力 
基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 基準感度+14dB 

変調妨害波の 

離調周波数 
50MHz 100MHz 200MHz 400MHz 

変調妨害波の 

電力 

基準感度

+34.5dB 

基準感度

+34.5dB 

基準感度

+34.5dB 

基準感度

+34.5dB 

変調妨害波の 

周波数幅 
50MHz 100MHz 200MHz 400MHz 

 

搬送波が隣接するキャリアアグリゲーションの場合、静特性下で複数の搬送波

で受信している条件において、以下の条件であること。 
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表１．２－２１ 隣接チャネル選択度（移動局）キャリアアグリゲーション 40GHz帯 

 
100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

300MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力注 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

基準感度

+14dB 

変調妨害波の 

離調周波数 
100MHz 200MHz 300MHz 400MHz 

変調妨害波の 

電力 

希望波の受

信電力の合

計+20.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+20.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+20.5dB 

希望波の受

信電力の合

計+20.5dB 

変調妨害波の 

周波数幅 
100MHz 200MHz 300MHz 400MHz 

注：受信搬送波毎の電力とする。 

 

 

カ 相互変調特性 

３次相互変調の関係にある電力が等しい２つの無変調妨害波又は一方が変調され

た妨害波の存在下で希望信号を受信する受信機能力の尺度であり、次の条件下で希

望波と３次相互変調を生ずる関係にある無変調波と変調波の２つの妨害波を加えた

時、規定の通信チャネル信号（QPSK、符号化率 1/3）を最大値の 95％以上のスループ

ットで受信できること。 

 

(ｱ) 基地局 

静特性下において、以下の条件とすること。ただし、希望波及び妨害波の電力は

アンテナ面における電力とする。 

 

表１．２－２２ 相互変調特性（基地局） 

 
50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

希望波の 

受信電力 
基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 基準感度+６dB 

無変調妨害波１

の離調周波数 
32.5MHz 56.88MHz 105.64MHz 206.02MHz 

無変調妨害波１

の電力 
基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 

変調妨害波２の 

離調周波数 
65MHz 90MHz 140MHz 245MHz 
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変調妨害波２の 

電力 
基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 基準感度+25dB 

変調妨害波２の 

周波数幅 
50MHz 50MHz 50MHz 50MHz 

 

 (ｲ) 移動局 

規定しない。 

 

キ 副次的に発する電波等の限度 

受信状態で、空中線端子から発射される電波の限度とする。 

 

(ｱ) 基地局 

表１．２－２３に示す値以下であること。ただし、基地局が使用する周波数帯

の下端より1.5GHz低い周波数から、基地局が使用する周波数帯の上端より1.5GHz

高い周波数の範囲を除く。 

 

表１．２－２３ 副次的に発する電波等の限度（基地局）40GHz帯（40.5GHz–43.5GHz） 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1,000MHz未満 -36dBm  100kHz 

1,000MHz以上18GHz未満 -30dBm １MHz 

18GHz以上23.5GHz未満 -20dBm 10MHz 

23.5GHz以上35,5GHz未満 -15dBm 10MHz 

35.5GHz以上38GHz未満 -10dBm 10MHz 

45GHz以上47.5GHz未満 -10dBm 10MHz 

47.5GHz以上59.5GHz未満 -15dBm 10MHz 

59.5GHz以上上端の周波数の２倍未満又は60GHz未

満 
-20dBm 10MHz 

 

(ｲ) 移動局 

表１．２－２４に示す値以下であること。 

 

表１．２－２４ 副次的に発する電波等の限度（移動局）40GHz帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上20GHz未満 -36.8dBm １MHz 

20GHz以上40GHz未満 -29.8dBm １MHz 

40GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13.9dBm １MHz 
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 測定法 

40GHz帯における第５世代移動通信システムの測定法については、ＯＴＡによる測定法

を適用することが適当である。また、技術的条件の規定内容に応じ、送信装置には実効輻

射電力又は総合放射電力のいずれかの方法を、受信装置には等価等方感度を適用する。 

また、測定が不可能な試験条件が追加された場合等には、製造者の設計資料等により規

定を満たすと確認することにより測定を省略することについて、国際標準化動向に合わせ

て反映することが適切である。 

 

(1) 送信装置 

ア 周波数の許容偏差 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を変調波が空中線から送信されるように設定し、指向性方向

を固定する。試験用空中線に接続した波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定

する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

  

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を変調波が空中線から送信されるように設定し、指向性方

向を固定する。信号レベルが最大となる方向に試験用空中線を配置し、試験用空

中線に接続した波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

 

イ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペ

クトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域

幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度を測

定する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、順次、スプリアス領域に

おける不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定されたスプリアス領域におけ

る不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 
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なお、被試験器の基地局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周

波数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した

スペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照

帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度

を測定する。被試験器の移動局もしくは試験用空中線を一定の角度ごとに回転さ

せ、順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定さ

れたスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を

求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

ウ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペ

クトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域

幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と、

送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力を測定

する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、順次、送信周波数を中心と

した参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした

参照帯域幅の電力を測定する。角度ごとに測定された送信周波数を中心とした参

照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯

域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規定においては、送信周波数を中心

とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中

心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算することで全放射面における隣接チ

ャネル漏えい電力とする。絶対値規定においては、離調周波数を中心とした参照

帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、
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分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

なお、絶対値規定については被試験器の基地局の出力部からアンテナ放射部ま

でにフィルタあるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記

減衰量で補正すること。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。 

被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周波

数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したス

ペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯

域幅とし、規定される周波数範囲毎に隣接チャネル漏えい電力を測定する。被試

験器の移動局もしくは試験用空中線を一定の角度ごとに回転させ、順次、隣接チ

ャネル漏えい電力を測定する。周波数毎に測定された隣接チャネル漏えい電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

また、占有周波数帯幅が200MHz以上のシステムにおいて、測定が困難である場

合は、製造者の設計資料等を用いて技術基準適合に関する審査を行い、技術基準

を満足することが明らかな場合は、その測定を省略することができる。 

 

エ スペクトラムマスク 

(ｱ) 基地局 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｱ)基地局と同じ測定方法とするが、

技術的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。 

 

(ｲ) 移動局 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ)移動局と同じ測定方法とするが、

技術的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。 

 

オ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線を被試験器の空

中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザを搬送波周波

数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5％となる上下の限界周波数点を
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求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周

波数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した

スペクトルアナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力

の0.5％となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 

カ 空中線電力 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局をアクティブアンテナから空中線電力の総和が最大となる状

態で送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した電力

計により空中線電力を測定する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の全放射面における総合放

射電力を求める。 

なお、被試験器の基地局の出力部からアンテナ放射までにフィルタあるいは給

電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を空中線から空中線電力の総和が最大となる状態で試験周

波数にて送信するよう設定し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続した

電力計により空中線電力を測定する。被試験器の移動局もしくは試験用空中線を

一定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力

の全放射面における総合放射電力を求める。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

キ 送信オフ時電力 

(ｱ) 基地局 

     規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験器の移動局を送信停止状態にする。試験用空中線に接続したスペクト

ルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅と

し、漏えい電力を測定する。被試験器の移動局もしくは試験用空中線を一定の角

度ごとに回転させ、順次、漏えい電力を測定する。被試験器の移動局もしくは試験

用空中線を一定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された
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空中線電力の全放射面における総合漏えい電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

なお、被試験器の移動局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

ク 送信相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

 

(ｲ) 移動局 

規定しない。 

 

(2) 受信装置 

ア 受信感度 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータから発射する。移動局シ

ミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定する。 

 

(ｲ) 移動局 

被試験器の受信感度が最大となる方向に被試験器を配置する。被試験器のアン

テナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルとなるよう、試験用

空中線に接続した基地局シミュレータから発射する。基地局シミュレータからラ

ンダムデータを送信し、スループットを測定する。 

 

イ ブロッキング 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータ及び変調信号発生器から

発射する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測

定する。 

 

(ｲ) 移動局 

被試験器の受信感度が最大となる方向に被試験器を配置する。被試験器のアン

テナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルとなるよう、試験用

空中線に接続した基地局シミュレータ及び変調信号発生器から発射する。基地局

シミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定する。 
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ウ 隣接チャネル選択度 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータ及び信号発生器から発射

する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定す

る。 

 

(ｲ) 移動局 

被試験器の受信感度が最大となる方向に被試験器を配置する。被試験器のアン

テナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルとなるよう、試験用

空中線に接続した基地局シミュレータ及び信号発生器から発射する。基地局シミ

ュレータからランダムデータを送信し、スループットを測定する。 

 

エ 相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

被試験器のアンテナ面に、技術的条件に定められた信号条件及び信号レベルと

なるよう、試験用空中線に接続した移動局シミュレータ及び２つの妨害波信号発

生器から発射する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、スループ

ットを測定する。 

 

 

(ｲ) 移動局 

規定しない。 

 

オ 副次的に発する電波等の限度 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を受信状態（送信出力停止）にし、指向性方向を固定する。試

験用空中線に接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件

により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に副次的に発する電

波の限度を測定する。被試験器の基地局を一定の角度ごとに回転させ、順次、副次

的に発する電波の限度を測定する。測定された周波数毎に測定された副次的に発

する電波の限度の全放射面における総和を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

なお、被試験器の基地局の受信部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 
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(ｲ) 移動局 

試験用空中線もしくは被試験器の制御用空中線に基地局シミュレータを接続す

る。被試験機の移動局を試験周波数に設定して受信状態（送信出力停止）に設定

し、指向性方向を固定する。試験用空中線に接続したスペクトルアナライザによ

り、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周

波数範囲毎に副次的に発する電波の限度を測定する。被試験器の移動局もしくは

試験用空中線を一定の角度ごとに回転させ、順次、副次的に発する電波の限度を

測定する。周波数毎に測定された副次的に発する電波の限度の全放射面における

総合放射電力を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

なお、被試験器の移動局の受信部からアンテナ放射部までにフィルタあるいは

給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正するこ

と。 

 

(3) 運用中の設備における測定 

運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、

(1)及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 

 

 端末設備として移動局に求められる技術的な条件 

(1) データ伝送用端末 

データ伝送用端末と同じものとする。 

 

(2) インターネットプロトコル移動電話端末 

インターネットプロトコル移動電話端末と同じものとする。 

 

 その他 

国内標準化団体等では、無線インタフェースの詳細仕様や高度化に向けた検討が引き続

き行われていることから、今後、これらの国際的な動向等を踏まえつつ、技術的な検討が

不要な事項について、国際的な整合性を早期に確保する観点から、適切かつ速やかに国際

標準の内容を技術基準に反映していくことが望ましい。 
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  40GHz 帯 TDD-NR方式の陸上移動中継局の技術的条件 

 無線諸元 

(1) 無線周波数帯、周波数間隔 

40GHz帯（40.5GHz-43.5GHz）の周波数を使用すること。 

(2) 中継方式  

規定しない。なお、本方式で対象となるRF信号は、増幅する無線方式の信号とする。 

(3) 伝送方式  

増幅する無線方式による。 

(4) 占有周波数帯幅、電波の型式 

増幅する無線方式による。 

 システム設計上の条件 

(1) 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、電波法施行規則第21条の４に適合すること。 

(2) 他システムとの共用 

他の無線局及び電波法第56条に基づいて指定された受信設備に干渉の影響を与えな

いように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要な対策を講ずること。 

 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。なお、本技術的条件に適

用した測定器の許容誤差については暫定値であり、3GPPの議論が確定した後、適正な値

を検討することが望ましい。 

 

ア アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

40GHz帯においては、空中線端子を有さないノーマルアンテナ（アクティブアンテ

ナではなく、ビームパターンが固定のものをいう。）と組合せた陸上移動中継局のみ

が定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴＡによるものとする。 

 

イ 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 
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40GHz帯においては、±（0.1ppm+12Hz）以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

40GHz帯においては、±（0.1ppm+12Hz）以内であること。 

 

ウ 空中線電力の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

定格空中線電力の±5.4dB以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

定格空中線電力の±5.4dB以内であること。 

 

エ 隣接チャネル漏えい電力 

隣接チャネル漏えい電力の許容値は、以下に示す値であること。ただし、送信周波

数帯域内については規定しない。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

陸上移動中継局が送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．２

－２５に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれかの許容値を各離調周波数にお

いて満足すること。 

 

表１．２－２５ 隣接チャネル漏えい電力（下り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 
絶対値規定 50MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 50MHz -23.4dBc 47.52MHz 

100MHz 
絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 95.04MHz 

相対値規定 100MHz -23.4dBc 95.04MHz 

200MHz 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 200MHz -23.4dBc 190.08MHz 

300MHz 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 285.12MHz 

相対値規定 300MHz -23.4dBc 285.12MHz 

400MHz以上 
絶対値規定 400MHz -10.3dBm/MHz 380.16MHz 

相対値規定 400MHz -23.4dBc 380.16MHz 

 

 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

陸上移動中継局が送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．２



77 
 

－２６に示す相対値規定の許容値を各離調周波数において満足すること。 

 

表１．２－２６ 隣接チャネル漏えい電力（上り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 相対値規定 50MHz -13.4dBc 47.52MHz 

100MHz 相対値規定 100MHz -13.4dBc 95.04MHz 

200MHz 相対値規定 200MHz -13.4dBc 190.08MHz 

300MHz 相対値規定 300MHz -13.4dBc 285.12MHz 

400MHz以上 相対値規定 400MHz -13.4dBc 380.16MHz 

 

オ スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の許容値は、以下の表に示す値であること。 

なお、この値は送信周波数帯域端から1.5GHz以上の範囲に適用する。ただし、送信

周波数帯域内については規定しない。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．２－２７ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（移動局向け）基本 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1000MHz未満 -13dBm 100kHz 

1000MHz以上上端の２倍未満又は60GHz未満 -13dBm １MHz 

 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．２－２８ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（基地局向け）基本 40GHz帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上12.75GHz未満 -13dBm １MHz 

12.75GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13dBm １MHz 

 

 

カ スペクトラムマスク 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発
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射の強度の測定帯域の中心周波数までの差のオフセット周波数（Δf）に対して、

移動局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．２－２９に示す許容値以下、

及び基地局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．２－３０に示す許容値以

下であること。ただし、送信周波数帯域の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り

適用する。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．２－２９ スペクトラムマスク（移動局向け） 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．２－３０ スペクトラムマスク（基地局向け） 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

 測定法 

40GHz帯における第５世代移動通信システムの測定法については、ＯＴＡによる測定法

を適用することが適当である。また、技術的条件の規定内容に応じ、実効輻射電力又は総

合放射電力のいずれかの方法を適用する。 

また、測定が不可能な試験条件が追加された場合等には、製造者の設計資料等により規

定を満たすと確認することにより測定を省略することについて、国際標準化動向に合わ
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せて反映することが適切である。 

 

(1) 送信装置 

入力試験信号については、特に指定する場合を除き中継を行う携帯無線通信の標準

的な変調をかけた信号全てとする。なお、測定結果が最悪となる入力試験信号を用いる

場合は、それ以外の入力試験信号による測定を省略することができる。 

 

ア 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 

イ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す

ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において
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は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す

ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において

は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

ウ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に
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接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

なお、被試験器の陸上移動中継局の出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補
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正すること。 

 

エ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライ

ザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の

限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続したスペクトルアナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定

し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅と

する。 

 

オ 空中線電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の陸上移動中継局を定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の陸上移動中継局を一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 

カ スペクトラムマスク 
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(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｱ) 下り回線（移動局向け送信）と

同じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定

又は換算する。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ) 上り回線（基地局向け送信）と

同じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定

又は換算する。 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

(3) 運用中の設備における測定 

運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、

(1)及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 
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 40GHz 帯 TDD-NR方式の小電力レピータの技術的条件 

 無線諸元 

(1) 無線周波数帯、周波数間隔 

40GHz帯（40.5GHz-43.5GHz）の周波数を使用すること。 

 

(2) 中継方式  

規定しない。なお、本方式で対象となる RF 信号は、増幅する無線方式の信号とする。 

 

(3) 伝送方式  

増幅する無線方式による。 

 

(4) 空中線電力、空中線利得 

下り回線（移動局向け送信）、上り回線（基地局向け送信）の空中線電力、空中線利

得は、下表に示すとおりとする。 

 

表１．２－３１ 空中線電力の最大値 

 空中線電力 空中線利得 

下り回線 23.0dBm（200mW）注 20dBi以下注 

上り回線 23.0dBm（200mW）注 20dBi以下注 

注：下り回線において、等価等方輻射電力が絶対利得20dBの空中線に

200mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分

を空中線の利得で補うことができるものとする。 

なお、空中線利得には給電線損失は含まないものとする。 

 

 (5) 占有周波数帯幅、電波の型式 

増幅する無線方式による。 

 

 システム設計上の条件 

(1) 最大収容可能局数 

１基地局（＝１セル）当たりの本レピータの最大収容可能局数は 50局を目安とする。 

 

(2) 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、電波法施行規則第 21条の４に適合すること。 

 

(3) 他システムとの共用 
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他の無線局及び電波法第 56条に基づいて指定された受信設備に干渉の影響を与えな

いように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要な対策を講ずること。 

 

 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。なお、本技術的条件に適

用した測定器の許容誤差については暫定値であり、3GPPの議論が確定した後、適正な値

を検討することが望ましい。 

 

ア アクティブアンテナ 

複数の空中線素子及び無線設備を用いて１つ又は複数の指向性を有するビームパ

ターンを形成・制御する技術をいう。 

40GHz帯においては、空中線端子を有さないノーマルアンテナ（アクティブアンテ

ナではなく、ビームパターンが固定のものをいう。）と組合せた小電力レピータのみ

が定義されるため、全ての技術的条件における測定法はＯＴＡによるものとする。 

 

イ 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

40GHz帯においては、±（0.1ppm+12Hz）以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

40GHz帯においては、±（0.1ppm＋12Hz）以内であること。 

 

ウ 空中線電力の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

定格空中線電力の±5.4dB以内であること。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

定格空中線電力の±5.4dB以内であること。 

  

エ 隣接チャネル漏えい電力 

隣接チャネル漏えい電力の許容値は、以下に示す値であること。ただし、送信周波

数帯域内については規定しない。 

 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

小電力レピータが送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．２
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－３２に示す絶対値規定又は相対値規定のいずれかの許容値を各離調周波数にお

いて満足すること。 

 

表１．２－３２ 隣接チャネル漏えい電力（下り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 
絶対値規定 50MHz -10.3dBm/MHz 47.52MHz 

相対値規定 50MHz -23.4dBc 47.52MHz 

100MHz 
絶対値規定 100MHz -10.3dBm/MHz 95.04MHz 

相対値規定 100MHz -23.4dBc 95.04MHz 

200MHz 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 190.08MHz 

相対値規定 200MHz -23.4dBc 190.08MHz 

300MHz 
絶対値規定 200MHz -10.3dBm/MHz 285.12MHz 

相対値規定 300MHz -23.4dBc 285.12MHz 

400MHz以上 
絶対値規定 400MHz -10.3dBm/MHz 380.16MHz 

相対値規定 400MHz -23.4dBc 380.16MHz 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

小電力レピータが送信可能な通過帯域幅に対し、空中線電力の総和が表１．２

－３３に示す相対値規定の許容値を各離調周波数において満足すること。 

 

表１．２－３３ 隣接チャネル漏えい電力（上り回線） 

通過帯域幅 規定の種別 離調周波数 許容値 参照帯域幅 

50MHz 相対値規定 50MHz -13.4dBc 47.52MHz 

100MHz 相対値規定 100MHz -13.4dBc 95.04MHz 

200MHz 相対値規定 200MHz -13.4dBc 190.08MHz 

300MHz 相対値規定 300MHz -13.4dBc 285.12MHz 

400MHz以上 相対値規定 400MHz -13.4dBc 380.16MHz 

 

オ スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の許容値は、以下の表に示す値であること。 

なお、この値は送信周波数帯域端から1.5GHz以上の範囲に適用する。ただし、送信

周波数帯域内については規定しない。 
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(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．２－３４ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（移動局向け）基本 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

30MHz以上1000MHz未満 -13dBm 100kHz 

1000MHz以上上端の２倍未満又は60GHz未満 -13dBm １MHz 

 

 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．２－３５ スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 

（基地局向け）基本 40GHz帯 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

６GHz以上12.75GHz未満 -13dBm １MHz 

12.75GHz以上上端の周波数の２倍未満 -13dBm １MHz 

 

カ スペクトラムマスク 

送信周波数帯域の端（不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。）から不要発

射の強度の測定帯域の中心周波数までの差のオフセット周波数（Δf）に対して、

移動局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．２－３６に示す許容値以下、

及び基地局向けにおける不要発射の強度の総和が表１．２－３７に示す許容値以

下であること。ただし、送信周波数帯域の端から1.5GHz未満の周波数範囲に限り

適用する。 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

 

表１．２－３６ スペクトラムマスク（移動局向け） 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

 

表１．２－３７ スペクトラムマスク（基地局向け） 
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オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

0.5MHz以上、通過帯域幅の 

10%に0.5MHzを加えた値未満 
-2.3dBm １MHz 

通過帯域幅の10%に 

0.5MHzを加えた値以上 
-13dBm １MHz 

 

 

キ 帯域外利得 

下記の条件を全て満たすこと。 

・送信周波数帯域端から40MHz以上150MHz未満離れた周波数において利得

70.1dB以下であること。 

・送信周波数帯域端から150MHz以上400MHz未満離れた周波数において利得

57.1dB以下であること。 

・送信周波数帯域端から400MHz以上離れた周波数において利得37.1dB以下であ

ること。 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

(3) その他必要な機能 

ア 包括して免許の申請を可能とするための機能 

「通信の相手方である無線局からの電波を受けることによって自動的に選択され

る周波数の電波のみを発射する」こと。 

イ その他、陸上移動局として必要な機能 

(ｱ) 周囲の他の無線局への干渉を防止するための機能 

発振防止機能を有すること。 

(ｲ) 将来の周波数再編等に対応するための機能 

包括して免許の申請を可能とするための機能又は携帯電話端末からレピータを

制御する機能を有すること。 

 

 測定法 

40GHz帯における第５世代移動通信システムの測定法については、ＯＴＡによる測定法

を適用することが適当である。また、技術的条件の規定内容に応じ、実効輻射電力又は総
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合放射電力のいずれかの方法を適用する。 

また、測定が不可能な試験条件が追加された場合等には、製造者の設計資料等により規

定を満たすと確認することにより測定を省略することについて、国際標準化動向に合わ

せて反映することが適切である。 

 

(1) 送信装置 

入力試験信号については、特に指定する場合を除き中継を行う携帯無線通信の標準

的な変調をかけた信号全てとする。なお、測定結果が最悪となる入力試験信号を用いる

場合は、それ以外の入力試験信号による測定を省略することができる。 

ア 周波数の許容偏差 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続した周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することがで

きる。 

バースト波の測定にあっては、バースト内の平均値を測定する。 

 

イ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す
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ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において

は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、スペクトルアナライザを用い、掃引速度が１サ

ンプル点あたり１個以上のバーストが入るようにして測定する。 

なお、被試験器の小電力レピータの出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続したスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に送信周波数を中心とした参照帯

域幅の電力と、送信周波数から離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域

幅の電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、送信周波数を中心とした参照帯域幅の電力と送信周波数から離調周波数分

離れた周波数を中心とした参照帯域幅の電力の総和をそれぞれ求める。相対値規

定においては、送信周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力と送信周波数か

ら離調周波数分離れた周波数を中心とした参照帯域幅の総和の電力の比を計算す

ることで全放射面における隣接チャネル漏えい電力とする。絶対値規定において

は、離調周波数を中心とした参照帯域幅の範囲において、全放射面の電力の総和

を求める。 

分解能帯域幅を技術的条件に定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡

って積分した値を求める。 

バースト波の測定にあっては、スペクトルアナライザを用い、掃引速度が１サ

ンプル点あたり１個以上のバーストが入るようにして測定する。 

なお、被試験器の小電力レピータの出力部からアンテナ放射部までにフィルタ

あるいは給電線等による減衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補

正すること。 

 

ウ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 
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被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

 

   (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定し、試験用空中線に

接続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定め

られた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要

発射の強度を測定する。被試験器の小電力レピータを一定の角度ごとに回転させ、

順次、スプリアス領域における不要発射の強度を測定する。周波数毎に測定され

たスプリアス領域における不要発射の強度の全放射面における総合放射電力を求

める。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影

響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域

幅に換算する方法を用いることができる。 

バースト波の測定にあっては、バースト時間内のバースト波の送出による不要

発射の平均電力を測定する。 

 

エ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線
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を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライ

ザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の

限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

を被試験器の空中線と対向させる。試験用空中線に接続したスペクトルアナライ

ザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の

限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

 

オ 空中線電力 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 (ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

被試験器の小電力レピータを定格出力で送信するよう設定する。試験用空中線

に接続した電力計により空中線電力を測定する。被試験器の小電力レピータを一

定の角度ごとに回転させ、順次、空中線電力を測定する。測定された空中線電力の

全放射面における総合放射電力を求める。 

連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する場

合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間におけ

る平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とするこ

とが適当である。 

 

 

カ 送信空中線の絶対利得 

測定距離3m以上の電波暗室又は地面反射波を抑圧したオープンサイト若しくはそ

れらのテストサイトにおいて測定すること。測定用空中線は測定する周波数帯にお

ける送信空中線絶対利得として求める。この場合において、複数の空中線を用いる

場合であって位相を調整して最大指向性を得る方式の場合は、合成した利得が最大
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になる状態で測定すること。 

テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いること。また、被測定対象機

器の大きさが60cmを超える場合は、測定距離をその5倍以上として測定することが適

当である。 

なお、円偏波の空中線利得の測定においては直線偏波の測定用空中線を水平及び

垂直にして測定した値の和とすること。ただし、最大放射方向の特定が困難な場合

は直線偏波の空中線を水平又は垂直で測定した値に3dB加えることによって円偏波

空中線の利得とすることが適当である。 

 

キ 帯域外利得 

送信周波数帯域端から40MHz～150MHz、150MHz～400MHz、および400MHz以上離れた

周波数において無変調波にて測定する。 

入力信号レベルと出力信号レベルの測定にあたっては、連続送信波により測定す

ることが望ましいが、バースト送信波にて測定する場合は、送信時間率が最大とな

るバースト繰り返し周期よりも十分長い期間における平均電力を測定し、その測定

値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とすることが適当である。 

 

ク スペクトラムマスク 

(ｱ) 下り回線（移動局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｱ)下り回線（移動局向け送信）と同

じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定又

は換算する。 

 

(ｲ) 上り回線（基地局向け送信） 

スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ)上り回線（基地局向け送信）と同

じ測定方法とするが、技術的条件により定められた条件に適合するように測定又

は換算する。 

 

(2) 受信装置 

副次的に発する電波等の限度 

定義しない。 

 

(3) 包括して免許の申請を可能とするための機能の測定 

以下のいずれかの方法にて測定する。 

・受信した搬送波の事業者識別符号等を読み取ることで事業者を識別し、当該事業

者の搬送波のみを増幅することをスペクトルアナライザ等にて確認する。 
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・事業者特有の信号を定期的に受信し、レピータが当該信号を受信することで自ら

が増幅可能な電波を受信していることを確認し、当該信号の受信が確認できなく

なった際には増幅動作を停止することをスペクトルアナライザ等にて確認する。 

・基地局等からの遠隔制御により、増幅動作の停止が行えることをスペクトルアナ

ライザ等にて確認する。 

 

(4) 運用中の設備における測定 

運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、

(1)及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 
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別表１ 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 

新世代モバイル通信システム委員会 構成員 

（敬称略） 

氏名 主  要  現  職 

主査 

専門委員 
森川 博之 東京大学 大学院 工学系研究科 教授 

主査代理 

専門委員 
三瓶 政一 大阪大学 名誉教授 

委員 高田 潤一 東京科学大学 執行役副学長（国際担当）／環境・社会理工学院 教授 

〃 藤井 威生 電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授 

専門委員 伊藤 伸器 パナソニック ホールディングス株式会社 コーポレートＲ＆Ｄ戦略室 室長 

〃 岩浪 剛太 株式会社インフォシティ 代表取締役 

〃 大岸 裕子 
ソニーグループ株式会社 デジタル&テクノロジープラットフォーム・アドバンス

トテクノロジー 専任部長 

〃 大坂 亮二 楽天モバイル株式会社 執行役員 先端技術開発本部長 

〃 大谷 和子 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長 

〃 加藤 玲子 独立行政法人国民生活センター 相談情報部 相談第２課長 

〃 上村 治 ソフトバンク株式会社 渉外本部 副本部長 兼 電波政策統括室 室長 

〃 河東 晴子 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 技術統轄 

〃 児玉 俊介 一般社団法人電波産業会 専務理事 

〃 小西 聡 
KDDI株式会社 シニアディレクター 

株式会社KDDI総合研究所取締役執行役員副所長、先端技術研究所長 

〃 辻 ゆかり 日本電信電話株式会社 研究開発担当役員 情報ネットワーク総合研究所長 

〃 西島 英記 株式会社ＮＴＴドコモ 電波企画室長 

〃 町田 奈穂 インテル株式会社 執行役員 技術本部 本部長 

〃 宮田 純子 東京科学大学 工学院情報通信系 准教授 

〃 矢入 郁子 上智大学 理工学部 情報理工学科 教授 

〃 山本 祐司 
富士通株式会社 ネットワーク＆データセンタービジネスグループ ネットワーク

カスタマーサクセス本部 アカウントセールス統括部 エグゼディレクター 

〃 渡辺 望 日本電気株式会社 テレコムサービスビジネスユニット BU-CTO 
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別表２ 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 

新世代モバイル通信システム委員会 技術検討作業班 構成員 

（敬称略） 

氏   名 主  要  現  職 

主任 三瓶 政一 大阪大学 名誉教授 

主任代理 藤井 威生 
電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター(AWCC) 

教授・センター長 

構成員 秋元 陽介 富士通株式会社 モバイルシステム事業本部 製品企画統括部 シニアマネージャ 

〃 井上 仁 株式会社愛媛 CATV 常務取締役 

〃 岩澤 雅宏 株式会社 JAL エンジニアリング 技術部 システム技術室 ボーインググループ 

〃 太田 龍治 KDDI 株式会社 ノード技術本部 モバイルアクセス技術部長 

〃 小竹 信幸 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 技術部 技術部長 

〃 川元 章 UQ コミュニケーションズ株式会社 技術部門 副部門長 

〃 北村 頼広 
パナソニック コネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー  

パブリックサービス本部 開発モノづくり総括部 開発 1 部 シニアエキスパート 

〃 木村 亮太 
ソニーグループ株式会社 デジタル&テクノロジープラットフォーム 

アドバンストテクノロジー 統括部長 

〃 小松 孝明 
スカパーJSAT株式会社 宇宙事業部門 宇宙ソリューション事業本部 NTN 事業部  

第 2 チーム 兼 B5G リソース戦略 CFT アシスタントマネージャー 

〃 佐藤 拓也 一般社団法人電波産業会 研究開発本部 移動通信グループ 担当部長 

〃 杉浦 誠司 アイピースタージャパン株式会社 ゼネラルマネージャー 

〃 武田 一樹 クアルコムジャパン合同会社 標準化本部 シニアスタッフエンジニア 

〃 谷澤 正彦 日本無線株式会社 経営戦略本部 部長 技術統括担当 

〃 東野 学 全日本空輸株式会社 整備センター 技術部 技術企画チーム マネージャー 

〃 中井田 昭 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 事業企画部長 
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〃 中村 光則 地域 BWA推進協議会 BWA 推進部会長 

〃 西島 英記 株式会社ＮＴＴドコモ 電波企画室長 

〃 橋本 昌史 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 室長 

〃 長谷川 史樹 
三菱電機株式会社 通信システムエンジニアリングセンター  

戦略事業推進グループマネージャー 

〃 平松 正顕 国立天文台 天文情報センター 周波数資源保護室長 

〃 福本 史郎 
ソフトバンク株式会社/Wireless City Planning 株式会社 渉外本部 

電波政策統括室 制度開発部 部長 

〃 藤田 祐智 楽天モバイル株式会社 先端技術開発統括部 技術戦略部長 

〃 二ツ森 俊一 
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 監視通信領域  

上席研究員 

〃 本多 美雄 欧州ビジネス協会 電気通信機器委員会 委員長 

〃 本間 忠雄 
内閣府 政策統括官（防災担当）付 参事官（災害緊急事態対処担当）付 

参事官補佐（通信担当） 

〃 宮崎 太郎 日本放送協会 技術局 計画部 エグゼクティブ・エンジニア 

〃 四本 宏二 株式会社国際電気 製品開発第一部 副技師長 

〃 和田 憲拓 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 準天頂衛星システム戦略室 参事官補佐 

〃 渡部 順二 
日本電気株式会社 テレコムサービスビジネスユニット 

ネットワークソリューション事業部門 ワイヤレスアクセス開発統括部 ディレクター 

 

 

 


